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SDGs（Sustainable Development Goals）とは、2001 年に策定されたミレニア

ム開発目標（MDGs：Millennium Development Goals）の後継として、2015 年９

月の国連サミットにおいて全会一致で採択された 2016 年から 2030 年までの国際

目標のことです。 

 持続可能な世界を実現するための 17のゴールと 169のターゲットから構成され、

地球上の「誰一人残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。 

 SDGs は、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）

なものであり、現在、国においても積極的に取り組んでいます。 

 この SDGs については、本町としても重要な取り組みであることを認識し、第２

次飯綱町総合計画後期基本計画をはじめ、今回の過疎地域持続的発展計画において

も、施策ごとに SDGs の目標を関連付け、SDGs の推進に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 



 

 

はじめに 
 

 

１ 趣旨 

 

平成 17 年 10 月１日に牟礼村及び三水村が合併し飯綱町が誕生しました。この飯

綱町過疎地域持続的発展計画は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

（以下「法」という。）第８条の規定により必要な事項を定めるもので、本町におけ

る過疎地域持続的発展のための対策の指針となるものです。 

 

 

 

２ 対象地域 

 

 法第３条第１項の規定により、過疎地域とみなされる全部地域が対象となります。 
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１ 基本的な事項 

 

（１）町の概況 

ア 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件 

 本町は長野県の北部に位置し、北は信濃町、東は中野市、西南は長野市に接し、

飯縄山から斑尾山までの穏やかな丘陵地にあります。町の地形はすり鉢状をなし、

中心部には鳥居川が流れています。標高は 450m から 1,900m まで差があり、概ね

500m から 1,000m の間に居住地が散在しています。 

平均気温は 11℃、年平均（４月から 11 月）降水量は 712mm、平均降雪量は 437cm

となっています。気温の年較差と日較差が激しく、湿度は低く降水量の少ない内陸

性気候を呈しています。 

総面積は 75.00 ㎢で東西に 13.9km、南北に 15.6km の広がりをもち、周囲の延

長は 61.38km となります。地目別面積の比率は農地（田・畑）が 26.9%、宅地が

6.7%、山林・原野が 46.0%、その他が 20.4%となっています。 

牟礼村は昭和 30 年に高岡村と中郷村が合併し誕生し、飯綱東高原の観光開発や

福井団地の住宅造成などにより発展を遂げてきました。一方、三水村は、明治 22 年

に芋川、普光寺、倉井、赤塩、東柏原の５か村が合併し誕生しました。豊かな自然

を背景に、稲作、果樹を中心とした農業振興により発展してきました。両村は、昭

和 36 年の病院運営から一部事務組合を組織し、その後は教育、福祉、生活基盤の整

備など各種事業を共同で行ってきました。また、昭和 43 年の飯綱中学校建設にあ

たっては、速やかに合併に向け努力する旨の覚書を交わすなど合併の気運は常に底

流にあったと言えます。四季を通じて自然環境に恵まれた地域で、気候、風土、生

活、文化なども共通性、一体性があり、住民同士の交流も盛んに行われてきた歴史

的背景があります。 

 

イ 過疎の状況 

 昭和 30 年代以降、日本経済の高度成長に伴い、農山村地帯から都市地域に向け

て、若者を中心に大幅な人口移動が起きました。 

本町の年齢階層別（０～14 歳：年少者、15～29 歳：若年者、65 歳以上：高齢者）

の人口は、年少者人口の漸減と高齢者人口の漸増により、平成７年以降、高齢者人

口が年少者人口を上回り、また、令和２年の高齢者比率は、40.6％に達しています。

総数は、平成７年の 13,292 人（国勢調査・（旧牟礼村と旧三水村の合計人口））をピ

ークに減少し続け、令和２年には 10,296 人となり、早いペースで減少しています。 

また、今後も若年者人口の減少と高齢者人口の増加が予想される中、産業の担い

手不足、集落機能の低下等が、地域社会の活力低下や経済に与える影響の深刻化が

懸念されます。 

 

ウ 産業構造の変化、地域の経済的な立地特性、社会的経済発展の方向 

 主たる産業である農業は、農家数の減少や農業従事者の高齢化が進んでいます。
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このような課題を乗り越え、持続可能な農業を目指すためには、体験型農業の推進

や「農業と観光」を組み合わせた取り組みを促進するとともに、収益性の高い農産

物への転換を図り、競争力を高める必要があります。さらに、都市との交流を強化

し、直売を基盤とした仕組みを構築することが重要です。また、農産物のブランド

化を一層推進し、付加価値を向上させることで、地域の農業の魅力を広げるととも

に、高齢化社会に対応した農業振興施策を展開し、農業の未来を支える体制を整え

ることが急務となっています。 

商工業は、零細企業が多数を占めており、企業体力も脆弱なことから、大型店へ

の買い物客の流出や消費の低迷により、経営への影響が深刻化しています。また、

経営者の高齢化や廃業が進むことで、商店街の空洞化が進んでいます。このような

状況を改善し、地域経済を持続的に発展させるためには、今後、各種関連機関と連

携し、地域の魅力を高める賑わいのあるまちづくりを積極的に推進することが必要

です。 

観光については、価値観の多様化や個人のライフスタイルの変化に伴い、自然や

健康、食の安全への関心が高まり、また旅行形態が従来の団体型から個人型旅行へ

と移行していることから、こうした変化に対応し、町の観光資源を「遊ぶ・訪れる」

「見る」「体験する」という多彩なテーマで魅力的に発信し、訪れる人々におもてな

しの心を感じてもらえる観光地としての価値をさらに向上させる必要があります。 

 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

 人口は、少子高齢化等の自然減や転出超過に伴い、平成７年の 13,292 人から令和

２年の 10,296 人（国勢調査）と 2,996 人減少、世帯数は平成７年の 3,572 世帯か

ら令和２年の 3,767 世帯に増加、一世帯当たりの人数は平成７年の 3.7 人から令和

２年の 2.7 人に減少しています。また、年齢階層別では、若年者比率は昭和 55 年の

18.6％から令和２年の 8.9％に減少している一方で、高齢者比率は 13.3％から

40.6％に大幅に増加しています。この少子高齢化の傾向は今後も続くことが懸念さ

れます。 

産業は、令和２年の就業人口が 5,825 人で、昭和 55 年の 7,117 人と比較すると

1,292 人減少しています。産業構造は、第一次産業就業人口比率が昭和 55 年の

39.0％から令和２年の 25.2％、第二次産業就業人口比率が 28.4％から 22.5％に減

少している一方で、第三次産業就業人口比率が 32.5％から 52.3％に大幅に増加しま

した。この 40 年間で第一次産業と第三次産業の就業人口比率が逆転しており、産

業構造が一変しています。当地域の基幹産業である農業従事者が高度経済成長とと

もに減少したことがうかがえます。 
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表１－１（１）人口の推移（国勢調査）【上段：旧三水村、中段：旧牟礼村、下段：飯綱町】 

 

区 分 

昭和 55 年 平成２年 平成７年 平成 17 年 平成 27 年 令和２年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総  数 

 

6,008 

5,992 

12,000 

5,879 

6,951 

12,830 

％ 

△2.1 

16.0 

6.9 

人 

5,766 

7,526 

13,292 

％ 

△1.9 

8.3 

3.6 

人 

5,283 

7,221 

12,504 

％ 

△8.4 

△4.1 

△5.9 

人 

4,494 

6,569 

11,603 

％ 

△14.9 

△9.0 

△11.5 

   人 

4,145 

6,151 

10,296 

   ％ 

△7.8 

△6.4 

  △6.9 

０歳～14 歳 

1,272 

1,251 

2,523 

1,077 

1,337 

2,414 

△15.3 

6.9 

△4.3 

938 

1,268 

2,206 

△12.9 

△5.2 

△8.6 

661 

912 

1,573 

△29.5 

△28.1 

△28.7 

466 

696 

1,162 

△29.5 

△23.7 

△26.1 

   416 

   603 

  1,019 

  △10.7 

  △13.4 

  △12.3 

15 歳～64 歳 

3,952 

3,927 

7,879 

3,648 

4,387 

8,035 

△7.7 

11.7 

2.0 

3,522 

4,764 

8,286 

△3.5 

8.6 

3.1 

3,107 

4,407 

7,514 

△11.8 

△7.5 

△9.3 

2,406 

3,516 

5,922 

△22.6 

△20.2 

△21.2 

 2,092 

3,002 

5,094 

  △13.1 

  △14.6 

  △14.0 

 うち 15 歳 

～ 29 歳 

(a) 

1,162 

1,073 

2,235 

948 

1,065 

2,013 

△18.4 

△0.7 

△9.9 

934 

1,250 

2,184 

△1.5 

17.4 

8.5 

780 

1,007 

1,787 

△16.5 

△19.4 

△18.2 

515 

671 

1,186 

△34.0 

△33.4 

△33.6 

   378 

   536 

   914 

  △26.6 

  △20.1 

  △22.9 

65 歳以上 

(b) 

784 

814 

1,598 

1,154 

1,227 

2,381 

47.2 

50.7 

49.0 

1,306 

1,494 

2,800 

13.2 

21.8 

17.6 

1,515 

1,902 

3,417 

16.0 

27.3 

22.0 

1,620 

2,355 

3,975 

6.9 

23.8 

16.3 

1,637 

2,545 

4,182 

1.0 

8.1 

5.2 

(a)/総数 

若年者比率 

％ 

19.3 

17.9 

18.6 

％ 

16.1 

15.3 

15.7 

－ 

 

％ 

16.2 

16.6 

16.4 

－ 

 

％ 

14.8 

13.9 

14.3 

－ 

 

％ 

11.5 

10.2 

10.7 

－ 

 

   ％ 

    9.1 

    8.7 

    8.9 

   

－ 

 

   

(b)/総数 

高齢者比率 

％ 

13.0 

13.6 

13.3 

％ 

19.6 

17.7 

18.6 

－ 

 

％ 

22.7 

19.9 

21.1 

－ 

 

％ 

28.7 

26.3 

27.3 

－ 

 

％ 

36.0 

35.9 

35.9 

－ 

 

   ％ 

   39.5 

   41.4 

   40.6 

   

－ 
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表１－１（２）人口の見通し 

（単位：人） 

区 分 
平成 27 年 

(2015 年) 

令和２年 

(2020 年) 

令和７年 

(2025 年) 

令和 12 年 

(2030 年) 

令和 17 年 

(2035 年) 

令和 22 年 

(2040 年) 

町独自推計 11,063 10,296 10,035 9,717 9,258 8,792 

※令和３年３月に改訂した飯綱町人口ビジョン第２版では、第２次飯綱町総合計画

基本構想に掲げる令和８年度人口「10,000 人の確保」を前提とし、前ビジョン策定

（平成 27 年）後の人口動態も加味する中で設定値（合計特殊出生率及び社会増減

数）を見直し、改めて目標とする将来人口の推計（町独自推計）を行いました。 

 

 

 

表１－１（３）産業別人口の動向（上段：旧三水村、中段：旧牟礼村、下段：飯綱町（単位：人） 

区 分 
昭和 55 年 平成２年 平成７年 平成 17 年 平成 27 年 令和２年 

実数 実数 実数 実数 実数 実数 

総  数 

3,559 

3,558 

3,525 

3,948 

3,549 

4,405 

3,283 

4,220 

2,705 

3,707 

2,481 

3,344 

7,117 7,473 7,954 7,503 6,412 5,825 

第一次産業 

就業人口 

1,649 

1,127 

1,399 

941 

1,307 

931 

1,187 

818 

856 

694 

855 

611 

2,776 2,340 2,238 2,005 1,550 1,466 

第二次産業 

就業人口 

915 

1,107 

1,024 

1,258 

1,010 

1,304 

747 

1,069 

568 

854 

509 

800 

2,022 2,282 2,314 1,816 1,422 1,309 

第三次産業 

就業人口 

995 

1,320 

1,102 

1,749 

1,228 

2,170 

1,325 

2,300 

1,196 

2,105 

1,117 

1,933 

2,315 2,851 3,398 3,625 3,301 3,050 

第一次産業 

就業人口比率 

46.3% 

31.7% 

39.7% 

23.8% 

36.8% 

21.1% 

36.2% 

19.4% 

31.6% 

18.7% 

34.5% 

18.3% 

39.0% 31.3% 28.1% 26.7% 24.2% 25.2% 

第二次産業 

就業人口比率 

25.7% 

31.1% 

29.0% 

31.9% 

28.5% 

29.6% 

22.8% 

25.3% 

21.0% 

23.0% 

20.5% 

23.9% 

28.4% 30.5% 29.1% 24.2% 22.2% 22.5% 

第三次産業 

就業人口比率 

28.0% 

37.1% 

31.3% 

44.3% 

34.6% 

49.3% 

40.4% 

54.5% 

44.2% 

56.8% 

45.0% 

57.8% 

32.5% 38.2% 42.7% 48.3% 51.5% 52.3% 
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（３）行財政の状況 

ア 行政の状況 

第２次飯綱町総合計画の後期基本計画（５か年計画）の基本構想に掲げる重点目

標「日本一のりんごの町へ」「日本一女性が住みたくなる町へ」を着実に推進するた

め、各種施策に取り組んでいます。また、「飯綱町まち・ひと・しごと創生総合戦略」

に掲げる施策との統合化を図り事業を進めています。 

令和２年度に人口増推進室を設置し、移住定住対策など人口増へ繋がる積極的な

施策を展開しています。さらに、長野市を中心とする連携中枢都市圏事業等、広域

的な連携も含めた事業の構築を行い、横断的に取り組んでいます。 

今後、人口増対策に資する事業をはじめ、多様化する町民ニーズに対応した、さ

らに住民サービスの向上に資する事業を推進していきます。 

 

イ 財政の状況 

令和６年度決算における健全化判断比率などはいずれも早期健全化判断基準を下

回っており、健全財政を維持しています。しかし、財政構造の弾力性を示す経常収

支比率は 85.8％となっており、今後の人件費の増加などによる基準値の上昇が見込

まれることから、財政の硬直化が懸念されています。 

収入面では、ふるさと納税が好調ではあるものの、複数の合併特例債の償還が満

了となるなど、普通交付税の減少が予想されます。 

また、支出面では、物価高騰に伴うコスト高に加え、高齢化の進展による社会保

障関係費が増加するほか、町立病院の経営安定のための支援や、老朽化施設の大規

模改修並びに除却を進めていく必要があることから、事業の平準化を図りながら計

画的な財政運営に努めていく必要があります。 

 

表１－２（１）財政の状況                  （単位：千円） 

区   分 平成 22 年度 平成 27 年度 令和２年度 

歳 入 総 額 Ａ 

 一 般 財 源 

 国 庫 支 出 金 

 都道府県支出金 

 地  方  債 

  うち過疎対策事業債 

 そ  の  他 

歳 出 総 額 Ｂ 

 義 務 的 経 費 

 投 資 的 経 費 

  うち普通建設事業 

 そ  の  他 

8,126,458 

4,549,674 

1,034,927 

369,218 

1,059,600 

0 

1,113,039 

7,656,659 

2,187,634 

1,710,646 

1,644,828 

3,758,379 

7,221,421 

4,630,953 

517,858 

349,186 

738,300 

0 

985,124 

6,808,883 

2,377,867 

2,377,867 

787,021 

3,643,995 

11,093,780 

4,761,344 

2,258,732 

377,510 

1,171,400 

0 

2,524,794 

10,302,073 

2,632,364 

2,276,134 

2,203,549 

5,393,575 



 

 

6 

 過疎対策事業費 

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 

 実質収支 Ｃ－Ｄ 

0 

469,799 

61,439 

408,360 

0 

412,538 

19,671 

392,867 

0 

791,707 

34,484 

757,223 

財 政 力 指 数 

公 債 費 負 担 比 率 

実 質 公 債 費 比 率 

起 債 制 限 比 率 

経 常 収 支 比 率 

将 来 負 担 比 率 

地 方 債 現 在 高 

0.32 

10.3％ 

15.7％ 

－ 

81.1％ 

98.9％ 

6,060,228 

0.29 

13.2％ 

9.8％ 

－ 

83.4％ 

13.7％ 

6,860,497 

0.27 

12.6％ 

9.4％ 

－ 

84.6％ 

－ 

7,657,325 

 

 

表１－２（２）主要公共施設等の整備状況 

区   分 

 

  昭和 55 

  年度末 

  平成２ 

  年度末 

  平成 12 

  年度末 

  平成 22 

 年度末 

  令和２ 

 年度末 

市 町 村 道 

改 良 率 （％） 

  舗 装 率 （％） 

農     道 

  延   長 （ｍ） 

耕地１ha当たり農道延長（ｍ） 

林     道 

  延   長 （ｍ） 

林野１ha当たり林道延長（ｍ） 

水 道 普 及 率 （％） 

水 洗 化 率 （％） 

人口千人当たり病院、 

診療所の病床数   （床） 

 

－ 

－ 

 

128,192 

55.8 

 

3,136 

1.2 

93.0 

1.1 

 

5.8 

 

－ 

－ 

 

37,342 

15.8 

 

1,214 

0.5 

97.6 

9.7 

 

5.3 

 

－ 

－ 

 

41,752 

19.1 

 

1,314 

0.45 

99.1 

39.4 

 

11.8 

 

47.3 

57.1 

 

19,148 

15.7 

 

1,314 

0.36 

99.2 

85.3 

 

13.0 

 

49.8 

65.0 

 

18,021 

16.9 

 

1,314 

0.36 

99.1 

91.5 

 

14.9 

 

 

（４）地域の持続的発展の基本方針 

 本町では「第２次飯綱町総合計画」（平成 29 年度～令和８年度）に基づき、地域

の持続的発展を推進してきました。計画の基本構想は、策定の段階から多くの町民

に参画いただき、その想いが反映された構想になっています。 
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 本計画の基本方針は、「第２次飯綱町総合計画」に準じ次のとおり設定し、地域資

源の活用、人材の育成等により、地域活力を向上させ、地域の持続的発展を目指し

ます。 

「あふれる自然 共に豊かな暮らし創生」 

 飯縄山をはじめ北信五岳に抱かれた緑豊かな自然は、四季折々に美しい姿をみせ、

私たちの心を癒すとともに、先人たちの英知とたゆまぬ努力によって、農業はもと

よりあらゆる産業や私たちの生活すべての基盤となっています。 

 ふるさとのこの魅力あふれる自然は、私たちが将来にわたって継承すべき町民共

有の財産であり、これを誇りに、子どもからお年寄りまで一人ひとりが知恵や力を

地域に活かして、すべての人が郷土に愛着を持ち、自然と共生した、より豊かな充

実した暮らしが営める町をみんなで創り上げていこうという想いが込められていま

す。 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

ア 人口に関する目標 

本町の人口は、平成７年の 13,292 人（国勢調査）をピークに減少しており、令和

２年には 10,296 人となり、平成７年の人口と比較すると 2,996 人（22.5％）の減少

となっています。 

平成 27 年の国勢調査の結果に基づき、国立社会保障・人口問題研究所が推計し

た令和７年の人口は 9,307 人とされています。一方、本町人口ビジョンにおける分

析では、20 代後半から 30 代後半における平成 27 年以降の５か年の人口変化率が

平成 27 年以前の５か年と比較して転入超過傾向となっていること等から、令和７

年の合計特殊出生率を 1.70 人と設定した町独自の人口推計も行っています。 

子どもを産み・育てやすい環境をつくることにより、出生数や子育て世代を中心

とした転入者数を増やすことで、令和８年度の人口は「10,000 人の確保」を目標と

しています。以降も各種施策の展開により、人口 10,000 人の維持を目指します。 

 

イ 財政力に関する目標 

令和６年度決算に基づく本町の財政状況は、前年度に引き続き物価高騰対策に伴

う生活者・事業者支援を実施したほか、地域医療及び町民の安全安心の確保に資す

る飯綱病院経営安定のための繰出し、行政ＤＸをはじめとしたデジタル化や人口減

少対策、集落創生、農業振興事業などの取組により、歳出ベースでは前年度比 1.5％、

１億 4,057 万円減少したものの 91 億 7,859 万７千円と類似団体と比較しても高い

水準となりました。 

また、歳入では、定額減税により町税が減少したものの、国補正による新たな算

定費目の追加等により普通交付税が上振れしたことや、引き続きふるさと納税が好

調であることから、自主財源比率は 0.4％上昇し 39.2％となりました。 

しかしながら、歳入不足を補うために財政調整基金をはじめとする各種基金から

の繰入金の増加や、人件費の増加に伴う経常収支比率の上昇による財政の硬直化が
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懸念されます。 

一方、財政健全化判断比率については、いずれの指標も国が示す早期健全化基準

を下回り、財政の健全性は保たれています。 

令和７年 10 月時点における財政見通しは、歳入においてはふるさと納税の好調

さが背景にあるものの、町税収入の大幅な増加は見込めない現状の中、各種まちづ

くり事業に充当してきた地域振興基金も２億円程度となるなど、一般財源の確保が

困難な状況にあります。 

また、歳出においては、物価高騰や上下水道事業の施設整備に加え、高齢化の進

行等による社会保障関係費や病院事業の経営安定化のための財政支出、更なる人件

費の増加も想定され、今後も当初予算編成において歳入不足となる非常に厳しい財

政状況を見込んでいます。 

しかしながら、このような厳しい財政状況下においても、住民の安全や生活を守

るため、地域経済支援などに取り組むとともに、住民ニーズや社会の変化を的確に

捉え、住民のしあわせ感の高揚を図ることが行政の務めであり、行政課題に対応す

る予算について適切に計上していくことが求められます。 

そのため、今後の財政運営にあたっては、あらゆる手段で歳入を確保するととも

に、前例踏襲という固定観念から脱却し、将来を見据えて効果や目標から逆算した

事業の再構築を進めなければなりません。 

 

ウ 町が目指す持続的発展への目標 

 人口減少や少子高齢化、多様化、国際化、情報化など社会変化が進む中で、すべ

ての町民が夢と希望を持って暮らすことができるように、行政のみならず、個人・

家庭、地域・団体、更にはこれらが共動※1して、まちづくりを総合的かつ持続的発

展に向けて分野ごとに６つの基本目標を設定しています。 

 ※1 飯綱町の造語で、本来は「協働」と表記しますが、まちづくりは労働ではなく、「共に動

く」という意味からこの用語を用いています。 

・ 「自然」 

美しい風景を育て、豊かな自然と共生する持続可能な社会の構築 

・ 「学ぶ」 

   ふるさと環境を活かした人材育成と一人ひとりの豊かな人生の創造 

・ 「創出」 

   創意工夫による新たな産業・しごとの創出と地域に根差した産業基盤の継承 

・ 「安全」 

   人口減少や自然災害、生活環境の多様なリスクに対応した安全な暮らしの実 

   現 

・ 「安心」 

   共に支え合い誰もが安心して暮らすことのできるまちづくり 

・ 「交流」 

   地域コミュニティの再構築と多様な連携・交流による地域活性化 

また、すべての町民が夢と希望を持って暮らし、町が町として存続していくため
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には、他の自治体と同じではなく、町の特性を活かした「飯綱町らしい」まちづく

りを進めていく必要があります。 

 このため、町の最大の強みである「りんご」と、これからの町の発展に欠かせな

い「女性」に焦点を当て、ふたつを重点的に挑戦する分野として位置づけています。 

〇 日本一のりんごの町へ 

〇 日本一女性が住みたくなる町へ 

日常生活で感じられている現状を把握するために実施した町民意識調査の結果か

ら分野別施策やまちづくり等についての満足度や重要度を抽出し、今後の持続的発

展への施策等に反映しています。 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

 本計画の達成状況の評価に関しては、毎年度、行政評価委員会において評価を行

い、また、必要に応じてパブリックコメント等を活用し町民から広く意見を求めて

いくことを検討していきます。 

 

（７）計画期間 

計画期間は令和８年４月１日から令和 12 年３月 31 日までの５年間とします。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

 飯綱町公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）」は、平成 27 年

度を初年度とする 30 年間の計画を策定しています。策定後 10 年が経過し、この間

に公共施設（インフラ）等の統廃合が行われたため全体的な計画見直しを行う必要

があります。 

 なお、現状における個別計画の策定状況については次のとおりです。 

  ア 飯綱町町営住宅等長寿命化計画（令和２年３月策定） 

計画期間：10 年間（令和 11 年度まで） 

  イ 飯綱町学校施設長寿命化計画（令和３年３月策定） 

    計画期間：24 年間（令和 26 年度まで） 

  ウ 飯綱町橋梁長寿命化修繕計画（令和元年３月策定） 

エ 飯綱町公共施設個別施設計画（令和６年３月策定） 
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２ 移住・定住・二地域居住・地域間交流の促進、人材育成 

 

 

（１）現況と問題点 

ア 移住・定住の促進 

令和２年国勢調査結果によれば、平成 17 年の市町村合併以降、本町では 2,208 人

（17.7％）の人口が減少しています。 

人口減少は、経済・産業面や環境面、行政運営面、公共サービス面などにおいて

さまざまな負の影響を及ぼすことから、町は人口減少対策を最重要課題に位置づけ、

移住相談や空き家・空き地バンクによる空き家等の流通促進、移住に係る財政的負

担軽減のための各種助成など、移住促進及び定住施策の推進に取り組んでいます。 

しかし、町内には民間も含め圧倒的に居住物件が不足しており、移住希望者のニ

ーズが多様化していることも相まって、移住に結び付かないケースも多く、直近５

年間の平均では社会増減がマイナス 24.4 人と人口減少に歯止めがかからない状況

が続いています。 

なお、本町が参画している長野地域連携中枢都市圏では、移住・定住希望者のさ

まざまなニーズやライフスタイルに合わせた効果的・効率的な提案のもと、当町へ

の移住・定住の促進等に関して共同で取り組んでいます。 

 

  イ 二地域居住・地域間交流の促進 

 地域住民と都市住民との交流を促進する地域活性化の拠点として、「いいづなコ

ネクト EAST・WEST」の整備が令和２年度に完了し、令和３年度から本格的に運

用を開始しました。新型コロナウイルス感染症の影響等により、施設を活用した首

都圏企業や都市住民と地域住民との交流は、停滞している状況であり、大きな課題

となっています。 

今後は、施設の指定管理者であるまちづくり会社とともに、都市住民と地域住民

との交流を促す魅力あるイベント等を開催し、交流人口・関係人口の創出や二拠点

居住施策の推進を図っていく必要があります。 

 

（２）その対策 

  ア 移住・定住の促進 

移住希望がありながらも適当な居住物件が見つからないといったギャップを解消

するため、空き家・空き地の流通促進、町営住宅の整備、民間賃貸住宅等の建設を

促進する必要があります。 

平成 30 年度に実施した空き家実態調査では、町内に 357 件の空き家が存在する

との結果が出ていることから、長野県宅地建物取引業協会等の協力を得る中で住宅

情報を整備し、移住希望者とのマッチングに活用することで空き家の有効活用を促

進します。 

また、戸建て賃貸住宅への入居希望が多いことから、一定の改修が必要な空き家
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については、町が改修に対して一部支援し、改修後に移住希望者へ賃貸するなど、

新たな仕組みづくりを構築します。 

町営住宅については、常に全室入居済みであることから一定の需要はあると思わ

れます。町は、移住相談等において住宅形態のニーズを的確に把握し、町有地を活

用した町営住宅の整備を計画的に実施していきます。 

また、民間の力を活用した民間賃貸住宅や従業員宿舎の建設を促進するため、財

政的負担の軽減を図ることを目的とした助成制度を引き続き実施します。 

これらの施策展開により毎年度の社会増を目指し、人口「10,000 人の確保」の実

現を図ります。 

 

  イ 二地域居住・地域間交流の促進 

 いいづなコネクト EAST・WEST の両施設を有効活用し、首都圏企業の研修やワ

ーケーション等、都市と地域住民との多様な交流活動を生み出すプログラム等を積

極的に展開し、地域活性化の拠点としての活用を進めます。 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～12 年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定住・地域間交流

の促進、人材育成 

(1)移住・定住 空き家サブリース事業 

住宅団地造成事業 

空き家活用促進事業 

季節居住団地整備事業 

移住体験用住宅整備事業 

町 

町 

町 

町 

町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、飯綱町公共施設等総合管理計画や飯綱町町営住宅等長寿命化計画に

基づき、過疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 

 

 

 

３ 産業・観光の振興 

 

 

 

（１）現況と問題点 

  ア 農業の振興 

本町の農業は、水稲とりんごなどの果樹生産を中心に、町の主産業として発展し

てきました。特に、三水地域は、旧村時に全国の１％のりんご生産量を誇る一大産
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地として知られ、合併後もその知名度を受け継ぎながら、良質で多品種のりんごを

生産する「りんごの町」として現在に至っています。 

 また、本町では「日本一のりんごの町」を目指し、生産基盤の強化、販売力・ブ

ランド力の強化、直売・加工・農家レストラン等の施設整備、都市交流・農業体験

プログラム等を推進するとともに、地域資源や農産物の付加価値化を図ることによ

り、農業の「稼ぐ力」の向上を進めています。 

 一方で、人口減少と高齢化により農業従事者数の減少が進行し、生産量の減少や

遊休荒廃地等の増加が懸念される他、近年の自然災害や有害鳥獣等による農作物被

害も深刻な状況にあり、本町の農業振興を取り巻く環境は厳しさを増しています。

特に、生産基盤の弱体化が大きな課題となっていることから、担い手の育成や働き

手の確保、競争力強化のための生産基盤整備を進めるとともに、高付加価値化農業

による農業所得の向上を図ることで、本町の美しい農村風景と農業の活力を次代に

引き継いでいくことが必要です。 

 

  イ 林業の振興 

本町の林業はかつて農業と並ぶ基幹産業のひとつでしたが、昭和 30 年代の燃料

改革や安価な外国産材の流通による国産木材の需要低下により、森林の荒廃が進ん

でいます。また、松くい虫やナラ枯れの被害が近年拡大し、倒木によるライフライ

ンへの影響も懸念されています。 

一方で、昨今の環境意識や地域産材活用の機運、森林体験等のニーズの高まり、

並びに鳥獣害対策としての里山環境の保全を目的とした森林整備も必要となってい

ます。 

 

  ウ 商工業の振興 

本町の商業は、一般国道 18 号沿いの三水地域、牟礼地域の旧北国街道通り沿い、

牟礼駅前通り沿いを中心に飲食・小売業等の店舗が立ち並び商店街を形成していま

したが、現在は空き店舗が目立ち商店は点在している状況です。一方、町内周辺部

に進出したドラッグストアやホームセンター、コンビニエンスストア等チェーン店

の影響のほか、近隣地域の大型商業施設へも比較的安易にアクセスできるため、町

外で買い物や飲食をする住民が多く、店舗数は減少しています。また、少子・高齢

化による後継者不足など経営上の問題も深刻化しています。 

工業は、建設業、製造業が主であり、その多くが中小企業者や小規模事業者です。

工業団地等の集積した地区もなく製造業は町内に点在しており、事業所数も少ない

状況です。 

今後、消費者ニーズを的確に捉え各産業と連携した商工業振興を推進するほか、

指導者及び後継者の育成、創業や事業承継、空き店舗活用や店舗リフォーム支援等

の拡充など、まちの賑わいを創出する事業を展開していく必要があります。 

 

  エ 観光又はレクリエーション 

本町の豊かな自然環境は癒しの空間であり、町は日帰り温泉施設「天狗の館」、い
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いづなリゾートスキー場などの飯綱東高原を中心に観光事業を展開してきました。

また、町内には民間のワイナリー・レストラン、グランピング施設等があり、風光

明媚な景色と相まって観光地としての人気スポットとなっています。しかしながら、

長引く景気の低迷、スキー人口の減少、グラウンドやテニスコートなどの観光施設

の老朽化等により観光客は年々減少しています。 

 宿泊施設は主にスキー客や少人数の学生合宿などをターゲットとしたペンション

や民宿がほとんどであり、多様化する宿泊旅行者のニーズや、需要が増加している

スポーツ合宿等に対応できない面があることから、非常に厳しい状況に置かれてい

ます。 

 今後は四季折々の特色ある資源を生かした本町ならではの体験型観光メニューの

充実、インバウンドの受入体制強化と観光資源の再整備、夏場の冷涼な気候と雄大

な自然環境を活かした国内外のスポーツチームの合宿や大会誘致のためのスポーツ

交流拠点の整備、観光誘客の促進による交流人口や関係人口の増加策を積極的に図

る必要があります。 

また、小学校の統廃合による廃校活用として、しごとの創業・交流・観光等の拠

点施設「いいづなコネクト」が開設され、カフェ等の店舗や多くのテナントが入居

したことで、世代を超えた交流の場が新たに創出されるなど、町への誘客促進と地

域活力の向上に繋がっていますが、今後の更なる活用促進に向け、他の観光施設等

との有機的な連携が課題となっています。 

 

  オ 企業誘致・起業の促進 

本町では、廃校舎を活用して整備した「いいづなコネクト」に、首都圏企業のサ

テライトオフィスや町内外のベンチャー企業等を誘致してきたことで、多種多様な

企業・事業者がテナント入居し、地域資源を活かした新たな事業や町内在住者の雇

用が創出されるなど、一定の成果が現れています。 

また、「いいづなコネクト」を拠点に展開する地域版ビジネスコンテスト「いいづ

な事業チャレンジ」や「小商い講座」などの「しごと創り」につながる仕組み・支援

を通じて、町全体の起業機運が高まっているほか、創業関連補助金の拡充等により、

近年は起業家も多く輩出されています。 

一方で、本町は周辺の住環境も含め企業進出の受け入れ諸条件の整備が進んでい

ないため、企業立地が低調な状況にあることから、用地や住居の確保など企業が進

出しやすい環境を整え、産業の集積を推進するとともに、町の特性を活かした積極

的な誘致活動と支援体制を強化していくことが必要です。 

 

（２）その対策 

ア 農業の振興 

農業の「稼ぐ力」の向上と確立に向けて、多角的に施策を実施していくことが必

要です。農家所得の向上については、農産物の高付加価値化を更に促進するととも

に、新たな販路や商流・流通システム等を構築し、競争力の強い高収益農業の推進

と確立に取り組みます。その牽引役として、町の農業法人である「(有)飯綱町ふるさ
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と振興公社」に地域商社機能を付加し、関係事業体等との連携強化を図りながら、

「地産地商（地域農産物を地域一体で商品化・販売）」の体制整備を進めます。また、

新たに直売体験施設や加工施設を増設し既存施設等と一体化した「農業交流拠点エ

リア」の機能強化を促進するとともに、民間事業者等との連携強化による特産品開

発や商品開発を進めるなど、農商工観連携と６次産業化を推進します。 

農業の担い手育成や働き手の確保に向けては、認定農業者、既存担い手農家の後

継者、新規就農者等の支援を強化するとともに、営農組織等の設立や育成、「半農半

Ｘ」などの多様な農業者や都市部等の民間企業との連携による働き手の確保と支援

体制づくりなどを進めます。特に新規就農者に対しては、就農後の資金面・住宅面・

農地の賃貸借など総合的なサポート体制を整備し、定着化と育成を図るとともに、

就農住宅建設や空き家活用による整備も含め、新規就農者向けの住宅環境整備や関

係機関と連携した農業技術講習会等を開催するなど積極的に支援を進めます。 

生産基盤の強化に向けては、団地化等に向けた造成や農用地基盤整備等の事業を

実施し、農地中間管理機構などを活用した農地の流動化・集積化を図りながら、大

型機械の導入やハウス施設栽培への支援など、生産基盤と経営条件の整備・強化を

推進するとともに、農業を営む者に対する農業機械等導入支援、ICT 技術等の活用

による農業経営の効率化・省力化に向けた取組を積極的に進めます。 

 美しい農村空間と農業生産活動を維持し、農村の有する多面的機能を次代に引き

継ぐため、中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度などを積極的に活用し

ながら、農地の適正な管理と保全を図ります。 

また、近年頻発する想定を超える集中豪雨や局地的豪雨等の自然災害による被害

の未然防止対策として、農業用排水路・ため池等の農業関連施設・設備等の改修や

整備等を計画的に進めるほか、ゲートの自動化、遠隔操作化や施設のリアルタイム

監視システム等を導入し、初動対応の迅速化、省力化に努めます。 

さらに、凍霜害や渇水への対策として施設整備の推進を図るほか、鳥獣被害等へ

の対応としては、進入防止柵等の整備や強化、機能向上等に取り組むとともに、導

入補助等を活用して営農支援を推進します。 

 

  イ 林業の振興 

森林環境の保全を目的に、森林の有する多面的機能が効果的に発揮されるよう間

伐、広葉樹林化等の森林整備を進め、農地等との緩衝帯を設けるなど獣類が出没し

にくい環境づくりを図ります。また、松くい虫やナラ枯れ等の森林病害虫の駆除を

徹底し、森林の健全化を進めます。 

森林や里山の自然とふれあう憩いの場や貴重な水源かん養などの森林の持つ多様

な機能を保全するため、育林意識の啓発や森林に親しむ活動を促進します。 

また、森林環境譲与税を活用し、災害発生時及び災害の未然防止を目的とした危

険木の処理をはじめ、森林病害虫対策、森林経営管理制度の推進、人工林の整備、

さらに木材利用の促進や普及啓発事業などを重点的な取り組みとして優先的進めま

す。 
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  ウ 商工業の振興 

商業は、事業承継、販路拡大など事業の持続的発展に取り組む事業者の支援を行

い、また、既存商店街をはじめとする地域商工業の再生を図るとともに、買い物客の

駐車場確保や、空き店舗や空き家を活用した創業・新規出店を支援していきます。 

 工業は、製造業を中心に既存事業所のさらなる活性化を図るため、技術の高度化、

高付加価値化、地域資源を活かした事業の展開、起業家等による新規事業立ち上げ

等の支援強化を進めます。 

また、町内事業所などの求人情報を積極的に収集し、求職者に情報を提供し町民

の雇用機会の確保に努めていきます。 

さらに、住宅・店舗リフォーム等の支援事業の継続、地域電子マネーの構築支援等

による、地域経済の循環と活性化を推進します。 

 

エ 観光又はレクリエーション 

観光は、既存施設等の計画的な整備、充実を図るほか、外部の視点を取り入れた

観光資源の磨き上げや、周辺地域と連携した誘客宣伝や観光振興を進め、地域の持

つ美しい自然や歴史、文化など豊富な資源を活用した本町ならではの観光メニュー

を充実させることで、滞在型観光客や交流・関係人口の増加を促進します。 

また、多様な観光ニーズやインバウンド等に対応した体験型観光の商品化等を進

めるとともに、夏場の冷涼な気候を活かしたスポーツ交流拠点施設の整備によるス

ポーツ合宿と観光を融合した「スポーツツーリズム（スポーツ×観光）」の構築と推

進を図ります。 

さらに、廃校活用施設「いいづなコネクト」の拡充整備や同施設を活用した新た

な観光誘客の取組を展開することで、賑わいの創出と施設利用者の利便性の向上を

図るとともに、基幹産業である農業、スポーツ、文化など分野間の連携を強化し、

農村の有する魅力を活かした心身の健康と幸福を軸とした観光プログラムのさらな

る充実に努めます。 

 

  オ 企業誘致・起業の促進 

企業誘致においては、適正な土地利用や自然環境、生活環境に配慮しながら、豊

富な資源と地域特性を生かした優良企業の誘致を進めるとともに、そのための用地

の確保や住環境の整備も含めた総合的な対策を展開していくことで、多様な分野の

企業・事業誘致を促進していきます。 

また、地元企業の新たな産業への転換や、若年層から起業家を輩出するためのプ

ログラム等の運営・支援を引き続き推進するとともに、都市部の企業や「いいづなコ

ネクト」に入居する企業等と町内の企業及び起業家を結び付け、優良企業の誘致や

既存産業の振興・拡大を図りつつ、地域資源の活用と地域課題の解決に寄与するソ

ーシャルビジネス・コミュニティビジネスの創出を積極的に進めます。 
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（３）計画 

事業計画（令和８年度～12 年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の振興、観光の開発 (3)経営近代化施設 

農業 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)地場産業の振興 

生産施設 

 

加工施設 

 

 

 

 

流通販売施設 

 

 

 

 

 

 

 

(5)企業誘致 

 

 

(7)商業 

 共同利用施設 

 

(9)観光又はレクリエーション 

 

 

 

 

農業用施設整備事業 

農業用施設維持補修事業 

土地改良事業（町単・県単） 

農用地基盤整備事業 

中山間総合整備事業（農用地

基盤整備） 

農業水路等長寿命化・防災減

災事業 

 

 

園芸施設等整備事業 

 

農産物加工施設等改修整備・

設備導入事業 

中山間総合整備事業（農産物

処理加工施設整備） 

 

農産物直売施設等改修整備・

設備導入事業 

中山間総合整備事業（活性化

施設整備（直売体験施設）） 

集出荷貯蔵施設整備事業 

しごとの創業・都市交流拠点

利活用促進事業 

 

いいづなコネクト改修事業 

企業誘致等環境整備事業 

 

 

商店街再生整備事業 

 

いいづなコネクト公園及び駐

車場整備工事 

芋川防災公園整備工事 

観光施設整備事業 

 

県・町 

県・町 

県・町 

県・町 

県・町 

 

町 

 

 

 

町 

 

町 

 

県・町 

 

 

町 

 

県・町 

 

町・法人 

町 

 

 

町 

町 

 

 

町 

 

町 

 

町 

町・法人 
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(11)その他 

東高原ゾーン整備事業（ｽﾎﾟｰﾂ

交流拠点施設整備事業） 

 

新規就農者住宅整備事業 

りんごパーク施設整備事業 

ｱｯﾌﾟﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ施設整備事業 

町・法人 

 

 

町 

町 

町 

 

（４）産業振興促進事項 

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業 種 計画期間 備 考 

全部地域 

製造業 

旅館業 

情報サービス業 

農林水産物等販売業 

令和８年４月１日～ 

令和 13 年３月 31 日 

 

 

（ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容については、上記（２）

及び（３）のとおりです。また、他市町村との連携を図りながら産業の振

興施策を実施していきます。 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、飯綱町公共施設等総合管理計画の方針に基づき、整合性を図りなが

ら過疎地域対策に必要な事業を適正に実施します。 

 

 

４ 地域における情報化（デジタル社会の推進） 

 

 

（１）現況と問題点 

情報通信技術（ICT＊1）の急速な進展に伴い、業務の効率化や各種サービスのオン

ライン化が進み、団体、企業から家庭にいたるまで ICT は浸透しています。        

地域や自治体においても大きな転換期を迎える現在、情報化の取り組みは、新たな

地域社会の構築にかかすことのできない重要な課題です。 

 今後の本町のまちづくりにおいても、町民サービスの向上と行政運営の高度化・

効率化に向けてのデジタル化、ネットワーク化を基本とする電子自治体化、地域情

報化を進めるほか、生産性の向上につながる DX（デジタルトランスフォーメーショ

ン）の推進が必要です。 

また、高速情報通信基盤は整備されているものの、地域が抱える課題に対して、町
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民生活に直結するさまざまな分野において ICT の利便性を実感できる社会の実現と、

安全・安心な生活の確保に向けた取り組みを推進する必要があり、本町が参画して

いる長野地域連携中枢都市圏では、ICT の地域課題の解決、行政の効率化及びイノ

ベーションの創出につなげていくために ICT 基盤の整備など効果的な利活用を推

進する取り組みを共同で取り組んでいます。 

※１ ICT（Information and Communications Technology:情報通信技術） 

 

  ア 産業の振興 

 農業従業者の高齢化、遊休農地の拡大、気象変動等への対策として、センサー

やカメラ、AI などで収集・分析した気象データを活用した、ICT 農業の実践を進め

ています。具体的には、町内の圃場にフィールドセンサーを設置し、気象データ等

の分析・活用による生産性の向上等に向けた体制整備を進めているほか、平均気温

や降水量等のデータからリンゴ黒星病などの病害虫発生予察に取り組んでいます。 

現状は、観測した気象データの効果的な活用や、そのための体制づくり等が課題

となっています。また、農業分野に求められる DX 化は多岐にわたるため、より実

効性のある ICT 等の導入と DX 化に向けた多様な取組が必要です。 

 

  イ 教育の充実 

 小中学校の児童生徒の確かな学力を育むツールとして、町内の全児童生徒がタブ

レットを使った授業を一部、行っています。タブレットは主に地域学習において使

用されており、校外学習で撮影した写真等を学校へ持ち帰り、内容についてまとめ

発表する等の教材として活用しています。また、小学校のクラブ活動としてプログ

ラミング等に取組んでいます。校外活動としては小学生を対象としたデジタルスク

ールと中学生を対象としたプログラミング塾を開催し、プログラミングのスキルが

身に付けられる場を提供しています。 

一方、タブレットデータを誤って消去してしまう危険性や、タブレット操作を得

意とする子ども、得意としない子どもの差をどのように解消していくか、また、家

庭学習を行うにあたり各家庭の同意（通信料、ネット環境が未整備等の場合の対応

等）を必要とする場合も想定され、様々な事案に対し適切に対応していくことが求

められます。 

 

（２）その対策 

情報化の取組は急務となっており、LPWA 等のインフラ整備を促進し、デジタル

技術を活用し、行政事務をはじめ、農業・教育・福祉、医療・防災・交通等の分野

において地域の課題解決を図ります。具体的には、専用基地局や中継局などの

LPWA のネットワーク整備や各種センサデバイス装置を設置し、デジタル技術を活

用した業務効率化により地域の課題解決を図ります。また、LPWA 技術を町民が利

用し、農業等産業の振興が図れるよう、LPWA のセンサデバイス装置等の購入補助

を行い IOT 利活用の推進を図ります。 
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本町のような小規模自治体が人的・財政的制約により取組が行えないことがない

よう、地域のために連携が図れる分野については、県や広域連合等と一体となって

促進し、住んでいる地域に関わらず各種サービスを享受できる魅力的なデジタル社

会の実現を目指していきます。 

※LPWA  Low Power Wide Area の略。なるべく消費電力を抑えて遠距離通信を

実現する通信方式。 

 

ア 産業の振興 

ICT 農業の実効性を高めていくためには、観測したデータをどのように活用して

いくかを関係機関と十分協議し進めていく必要があります。また、分析した予察結

果や気象・病害虫注意報を農業従事者へどのように迅速に情報伝達するかなどのス

キームも併せて構築していく必要があります。 

また、農産物の高品質生産、農作業や農業用施設の維持管理の効率化・省力化・

精密化、選果・発送事務等の自動化、技術継承、鳥獣害対策等の実現を図るため、

ロボット技術や ICT の最新技術等の積極的な活用・導入を進めます。 

 

イ 教育の充実 

 タブレットを使用できる子ども、できない子どもの差をなくしていくために支援

員等の充実化を図っていきます。また、インターネット環境がいまだ整っていない

家庭に対しては、その設備費用等の支援等をどうしていくか検討事項です。 

また、教育現場での教職員のデジタルスキルを補うため、民間事業者による ICT

教育のサポートを継続していきます。加えて、現代の社会でますます重要性を増し

ているデジタルスキルを身につける場として、デジタルスクールやデジタルキャン

プなど、子どもたちがプログラミング等を学べる機会を積極的に提供していきます。 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～12 年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

３ 地域における情報化 

 

 

 

(1)電気通信施設等情報のため

の施設 

その他の情報化のための施設 

 

 

高度情報推進化事業 

LPWA ネットワーク整備事業 

買い物支援事業 

 

 

町 

町 

町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等の整合 

本計画では、飯綱町公共施設等総合管理計画の方針に基づき、整合性を図りなが

ら過疎地域対策に必要な事業を適正に実施します。 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

 

 

（１）現況と問題点 

ア 道路網の整備 

 本町は、国道、主要地方道、一般県道により幹線道路網が形成され、一般国道 18

号が町内を横断、主要地方道長野荒瀬原線、長野信濃線、一般県道野村上牟礼（停）

線、栃原北郷信濃線、牟礼永江線、三水中野線、東柏原赤塩線、飯山妙高高原線が

それぞれ放射状に広がり、それらに接続補完する形で町道が整備され、長野市や中

野市、信濃町など周辺地域へ連絡し、地区内の集落や、公共施設、しなの鉄道北し

なの線牟礼駅などを結んでいます。 

 また、本町からは北に上信越自動車道信濃町ＩＣ、東には豊田飯山ＩＣ及び北陸

新幹線飯山駅、南には信州中野ＩＣと、首都圏や北陸方面への広域交通網へのアク

セスも確保されています。しかし、いずれも狭い幅員や、視距の悪い曲線が多く、

その利便性や安全性は不充分であり今後も引き続き整備が必要となっています。 

 

  （ア）国道 

一般国道 18 号は、牟礼駅前交差点付近の右折レーン設置に伴う３車線化、歩道

も設置され、当該区間は人にも車にも安全な交差点と歩道が整備されました。一方

で地域内には古い規格の歩道や、歩道未整備箇所、一般県道牟礼永江線との変則交

差点などもあることから、特に小中高校生の通学時の安全性が懸念されています。 

 

  （イ）県道 

主要地方道長野荒瀬原線は、一般国道 18 号の牟礼駅前交差点改良と並行して国

道接続から、しなの鉄道線踏切及び牟礼駅付近の改良が進められています。この事

業により安全・安心な道路及び鉄路の利便性向上につながることから早期の完成が

切望されています。 

また、地域と地域を結ぶ路線では、幅員が狭く歩道の未整備箇所があり、早期の

改良が必要です。 

また、一般県道三水中野線、牟礼永江線は、一般国道 18 号に接続する通学路や中

野市、飯山市方面への通勤や買い物など生活に密着した路線であり、改良が引き続

き必要です。牟礼永江線は近年改良に着手されていますが、本町の東の玄関口とし

て狭隘で視距の悪い路線の早期の改良が望まれています。 

 

  （ウ）町道 

町道は１・２級などの幹線道路やそれに接続するための生活道路など、交通量や

地域の実情を熟慮し整備を進める必要があります。特に、飯綱中学校周辺の町道は

幅員も狭く、生徒の送迎による交通量も多いことから、整備が望まれています。 

また、県道の深沢から栄町の改良に併せて、交差する町道の約 150ｍのバイパス
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整備に着手しています。 

また、斑尾川や鳥居川、八蛇川などに架かる橋梁が、架設から数十年が経過して

いることから安全・安心な交通確保のため定期点検を実施していますが、計画的で

早急な修繕が必要となっています。 

道路除排雪については、現在、町道の除雪延長は 245 ㎞ほどあり、除雪機械 40

台（凍結防止剤散布車含む）の体制を整え、安全な生活道路確保のため、業者委託

も含め、国、県及び関係機関と連携を図りながら主要幹線はもとより、集落内道路

の除雪及び融雪作業を効率的に実施しています。一方、除雪は生活道路の確保だけ

でなく、冬期間の雇用確保という重要な役割も担っています。 

（表２－１）道路除雪の状況        （表２－２）除雪機械等台数 

区  分 延 長 等 

 

 

 

 

区  分 台数（町所有） 

除 雪 延 長 245 ㎞ ロータリー車 10（9） 

路 線 数 49 路線 ホイールドーザ 28（28） 

 

グ レ ー ダ ー 1（1） 

凍結防止剤 

散布車 
1（1） 

資料：建設水道課（令和７年度実績） 

  

（エ）農道・林道 

農道については、農業の生産性向上と営農の近代化・省力化に対応するため、今

後も舗装等の改修整備や基盤整備に伴う農道整備が必要です。 

また、林道については、森林整備の効率化と木材搬路の確保を図るため、新設・

改修等の林道整備が必要です。 

 

イ 公共交通機関の確保 

（ア）鉄道 

 しなの鉄道北しなの線は、平成27年３月にJRから経営分離して開業して以降、

住民の通勤・通学に欠かせない生活路線であるとともに、地域の観光振興や産業の

基盤を支える社会的資産として重要な役割を担っています。 

 町内の中心に位置する牟礼駅については、牟礼駅周辺整備計画に基づき、パーク

＆ライドのための駅前無料駐車場整備、キス＆ライドのための駅前ロータリー整

備、歩行者の安全を確保するための歩行者専用道路の整備などを進めてきました。 

 また、鉄道の利用促進や子育て支援の観点から、通学定期券の購入費に対し補助

金を交付しています。 

 しなの鉄道北しなの線運営協議会（住民組織、長野県、沿線市町、事業者、民間

団体等で構成）や、飯綱町しなの鉄道活性化協議会（町内の住民組織、事業者等で

構成）などの利用促進団体は、しなの鉄道北しなの線の利用促進に向け、利用促進

団体が主体となってＰＲ活動、イベント等を実施し利用促進を図っています。 

 しかし、しなの鉄道北しなの線は、沿線の人口減少や新型コロナウイルス感染症
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の感染拡大により鉄道利用者は減少傾向にあり、利用低迷に加え、駅設備等の老朽

化などの課題も顕在化し、北しなの線の安定経営が重要な課題になっています。ま

た、しなの鉄道では令和５年６月に起きた上田駅構内における脱線事故を受け、再

発防止を目指し、令和７年度から鉄道設備の修繕計画に基づき、実施しており、町

からも支援を行っています。 

牟礼駅については、ホームと列車の段差があること、上り線ホームと下り線ホー

ムの行き来が階段（こ線橋）を利用しないとできないことなど、高齢者や障がい者

にとって利用しづらい状況にあります。 

 牟礼駅前については、ボランティアにより花壇の管理が行われていますが、令和

8年３月のSuica導入を機に、牟礼駅を中心とした公共交通の利用環境改善や町の

玄関口としてふさわしい駅前のまちづくり、地域のデジタル決済導入による利便性

向上を統合した、持続可能な交通基盤と観光振興や産業振興としての基盤構築が課

題として掲げられます。 

 

（イ）バス路線等の確保 

平成 19年の「iバス」運行開始以来、学生の通学と高齢者の通院・買い物を軸に、

日中のデマンド運行と平日の定時定路線を組み合わせて生活圏の利便性を確保して

きました。令和６年 10 月には、町内移動の利便性の向上と観光需要にも対応すべ

く、日中セミデマンド運行から日中フルデマンド化へ移行し、利用範囲を拡大した

ことで移動の公平性を高めつつあります。令和７年３月には交通空白及びタクシー

不足への対応として夜間帯の牟礼駅拠点の「よるタク」運行を導入し、町内地域間

の移動手段を補完しました。 

また、長野市と当町を結ぶ地域間幹線牟礼線廃止を受けて、令和７年 10 月１日

から新たに乗合タクシー牟礼線を運行させ、生活交通の需要に応える体制整備を図

っています。 

牟礼駅からの観光地や主要施設を結ぶ２次交通として、令和２年度から牟礼駅発

着の地域間拠点バス「ｉバスコネクト」を運行しています。 

バスの利用促進を図るため、平成 30 年度から交通系 IC カード「くるる」、飯綱

町版高齢者カード「IIZUNA であるきバスカード」を導入してきましたが、令和７

年３月には、交通系 ICカード「くるる」へ Suica機能を追加し、飯綱町版高齢者カ

ードは圏域共通の「おでかけパスポート」へ名称・機能が統一され、さらなる利便

性の向上を図っています。また、バス利用促進と子育て支援の観点からバス通学定

期の補助をしており、小・中学生については全額補助、高校生等については 1/2 補

助をしています。 

子どもの減少などから、バス利用者は減少していますが、一方で、高齢者の免許

返納等により、公共交通の需要は高まっています。地域の重要インフラであるバス

交通を維持するために、町補助金が増大していることが課題になっています。 

また、町内の公共交通に利用する車両更新の際、町がバス事業者へ補助金を交付

しています。現在、バス車両が老朽化し、更新の時期を迎えており、補助金のさら

なる増を予測しています。 
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移動に対する要望は多様化しており、そのニーズを公共交通で対応していくこと

が難しくなってきています。特に日中のタクシー不足及び土日祝日の移動が喫緊の

課題となっています。 

一方、本町が参画している長野地域連携中枢都市圏では、圏域内の移動手段を確

保し町民の生活を支えるとともに、地域間交流を促進することで地域活力向上を図

ることや、圏域内で運用しているバス共通 IC カードの利用可能範囲を拡大し圏域

内自治体で共通して利用できる環境等を整備・構築していくため共同で取り組んで

いますが、令和８年度からは、長野県県下統一地域連携ＩＣカード事業がスタート

し、本町の参画する長野地域連携中枢都市圏で採用されている「くるる」が県下統

一カードとして導入されることから、県内全体で共通して利用できる環境整備・構

築にも参画しています。 

 

（ウ）タクシー 

 町内のタクシー事業者の規模縮小・廃業により日中の配車が間に合わず、町民・

観光客の利便性を損なっています。夜間は令和７年３月から同一区域の町外事業者

へ収入補助を行い対応しましたが、土日を含む昼間の需要には不十分と言わざるを

得ない状況です。 

 

（２）その対策 

ア 道路網の整備 

（ア）国道 

国道は令和２年度国道 18号牟礼駅入口交差点改良他工事が完成しました。また、

変則交差点や歩道の未整備箇所など、関係各所へ改良要望を続けていきます。 

 

  （イ）県道 

県道は地域内を放射状に広がる大動脈として機能することから、その安全性や利

便性が地域の生活や経済に大きく影響します。今後も先の見える継続的な改良事業

を要望していきます。 

 

  （ウ）町道 

町道は地域の生活に直結する身近で重要な道路です。今後も地域の実情や要望に

応じ、改良工事や維持工事、冬季交通確保のための計画的な除雪対策、除雪機械の

整備による克雪・凍結対策に努め、通勤通学や買い物、子どもたちの散歩など快適

で安全・安心な道路環境整備を目指します。 

また、橋梁については長寿命化修繕計画に基づき、計画的な予防保全により、耐

用年数の延長やライフサイクルコストの縮減を図ります。 

 

  （エ）農道・林道 

農道については、地域の実情に応じ、未舗装道路の舗装化や改修・造成に伴う農

道の新設などを計画的に進めていきます。 
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また、森林整備に必要な林道・作業道の整備と木材運搬のための道路網を計画的

に進め、森林整備の効率化と木材活用の促進を図ります。 

 

イ 公共交通機関の確保 

（ア）鉄道 

 しなの鉄道北しなの線は、町にとって生命線ともいえる重要なインフラであり、

日常の通勤・通学はもちろん、観光振興や産業基盤を支える社会資産として欠かせ

ない存在です。町は、長野県および沿線市町と歩調を合わせ、北しなの線の安定経

営と持続可能性を確保するための支援を一体的に推進します。牟礼駅については、

牟礼駅周辺整備計画に基づき、パーク＆ライドのための駅前無料駐車場、キス＆ラ

イドのための駅前ロータリー、歩行者の安全確保を図る歩行者専用道路の整備を更

に進め、段差の解消・上り下りの動線改善を含むバリアフリー化で全ての人が利用

しやすい環境の実現を目指します。駅前は、地形を生かした多機能な空間として花

壇管理を地域ボランティアと連携させ、多くの人が集い楽しめる場を創出します。

さらに、Suica 導入を契機に駅を中心としたデジタル決済の利便性を高め、公共交

通の利用環境を大幅に向上させます。鉄道の利用促進については、通学定期券購入

費の補助を継続するほか、北しなの線運営協議会や飯綱町しなの鉄道活性化協議会

などの団体と連携して、PR 活動やイベントを継続的に開催します。安全面では、令

和５年の上田駅脱線事故を教訓とし、令和７年度からの鉄道設備修繕計画を町とし

て支援し、点検・修繕を着実に進めます。こうした取り組みにより、人口減少や感

染症の影響を乗り越え、北しなの線を地域の生命線として安定経営と地域振興の両

立を図ります。 

 

（イ）バス路線等の確保 

地域内のバス交通を維持または変換も含め検討すべく、運行費補助と車両更新に

対する補助を引き続き行い、老朽化車両の更新と安定運行を確保します。併せて、

バス利用促進を図るため子ども通学の定期補助を継続します。公共交通の安定運行

は当然ながら、運転手不足・担い手不足が叫ばれる中、運行事業者の安定経営にも

支援をする必要があります。観光振興・産業振興の観点からは牟礼駅発着の２次交

通の充実を図り、観光地と主要施設の結節機能を高めます。移動ニーズは多様化し

ており、公共交通だけでなく福祉的な役割や、地域住民との連携によるきめ細かな

移動サービスの展開も目指します。高齢者や交通弱者に対する安全性や信頼性が何

より重要であり、まずは二種免許を持つ運転手による「タクシー配車」の活用を優

先し、地域に寄り添う福祉的な視点からも、安心して利用できる移動手段の確保を

進めていきます。その上で、意欲ある町民がドライバーとなり高齢者の通院や買い

物を手助けする仕組みの構築を段階的に推進します。長野地域連携中枢都市圏の取

組や県下統一 IC カード事業と連携し、圏域を超えた利便性を高め、持続可能な交

通基盤を強化します。 
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（ウ）タクシー 

公共交通の最後の砦となるべく、タクシーの安定配車に向けて、町内事業者の存

続と人材確保を優先し、賃金引上げや働き方の改善、若者・女性の参入支援をセッ

トで進めます。具体的には、育成支援金・賃金補助・二種免許取得費用等の補助を

検討します。第二に、日中・週末の需要対応としてデマンドバスからデマンドタク

シーの参入と予約制導入を検討し、待ち時間短縮と利便性向上を目指します。現状

のデマンドバスについては、11 人乗り以上のコミューターに１人を乗せて運行させ

ていることが多いため、乗合の必要性も含め見直しを行います。 

今後は、デマンド交通の見直しと人材支援に着手し、令和９年度末に更新を迎える

「飯綱町地域公共交通計画」において、町民の利便性と観光振興を両立する交通ネ

ットワークの再設計を明記し、施策の展開を進めて行きます。 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～12 年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の整備、交通手

段の確保 

(1)市町村道 

 道路 

 

 

 

 橋りょう 

 

 

その他 

 

(2)農道 

 

 

 

 

(3)林道 

 

 

 

(5)鉄道施設等 

 

(6)自動車等 

 自動車 

 

 

地方道改修事業 

道路維持事業 

（普光寺中央線外 1241 路線） 

 

橋梁長寿命化修繕事業 

（御所之入橋外 81 橋） 

 

牟礼駅駐車場整備事業 

 

農道整備 86 路線 

農道維持管理事業 

中山間総合整備事業（農道改

良・舗装） 

 

林道整備（三登山山麓線・論

所線） 

林道維持管理事業 

 

鉄道軌道安全輸送設備等整備

事業 

 

除雪機械・凍結防止剤散布車 

 

 

町 

県・町 

 

 

町 

 

 

町 

 

町 

町 

県・町 

 

 

町 

 

町 

 

町 

 

 

町 
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(10)その他 駅及び駅前施設等整備事業 町 

 

（４）公共施設等総合管理計画等の整合 

 本計画では、飯綱町公共施設等総合管理計画、飯綱町橋梁長寿命化修繕計画及び

牟礼駅周辺整備計画の基本方針に基づき、橋梁関連については予防保全型手法を用

いて橋梁の維持管理を実施し、将来的な費用縮減と長寿命化を図ります。また、牟

礼駅周辺整備計画については、駅前広場及び駅前道路の朝夕の混雑緩和や歩行者の

安全確保、駅周辺と商店街の活性化を図るとともに、過疎対策に必要な事業を適切

に実施します。 

 

 

６ 生活環境の整備 

 

 

 

（１）現況と問題点 

  ア 環境保全 

環境保全や公害の発生源、発生原因及び発生状況の監視を目的とし、定期的に河

川及び湖の水質検査を実施しています。なお、三水地域の調査地点は用水路が多く、

河川水質と違い季節変動はありますが、良好な河川環境となっています。 

また、町内での開発行為に係る自然環境及び生活環境の保全を図っていく必要が

あります。 

 

  イ 水道施設の整備 

本町の上水道は、令和 6 年度に牟礼地区と三水地区の水道事業を統合し、単一会

計による運営を開始しました。これにより、施設管理や経営面での効率化が進めら

れた一方、給水人口の減少や節水型機器の普及などにより、水道水の使用量は引き

続き減少傾向にあります。そのため、水道料金収入は横ばいからやや減少傾向にあ

り、今後の経営状況に影響を及ぼすことが懸念されます。 

また、水道管や配水池等の施設は、建設から数十年が経過したものが多く、法定

耐用年数を超えた施設の老朽化が進んでいます。特に、耐震化率が依然として低く、

大規模地震等への備えが十分とはいえない状況です。 

さらに、人口減少や職員数の減少などにより、施設維持管理や検針などの業務負

担が増加していることから、今後は省力化や業務効率化を図ることが課題となって

います。これらを踏まえ、健全な経営を維持しつつ、安全で安定した水道水の供給

を継続するための体制づくりが求められています。 

 

  ウ 下水処理施設の整備 
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 本町の生活排水処理対策は、特定環境保全公共下水道事業をはじめ、農業集落排

水事業、小規模集合排水処理事業、個別排水処理事業、合併処理浄化槽設置補助事

業の５事業により進めています。令和６年度末の汚水処理人口普及率（水洗化普及

率）は 93.4％であり、合併処理浄化槽設置補助事業を除き、平成 20 年度で整備が

完了していますが、下水道未整備地区については、引き続き合併処理浄化槽設置補

助事業で対応していく予定です。 

 また、水洗化率（下水道への接続率）は 93.0％であり、毎年、下水道への接続を

される住宅等はありますが、近年は横ばいの状況です。下水道使用料収入は、令和

７年度に使用料の改定をしましたが、人口減少、節水意識の向上などにより、使用

料収入は減少していくことが予想されます。 

 一方、一部の処理施設では稼働後 20 年以上が経過しており、処理設備の老朽化

及び維持管理費の削減の観点から広域化・共同化事業（下水道事業の統合化）を進

めています。更に広域化・共同化事業により統合した処理区には稼働後 40 年を経

過した管路施設があり、降雨時には不明水の大量浸入があり、維持管理費の増加要

因になっています。そのため、今後は下水道施設の大規模な修繕、設備の更新等を

行っていく必要があります。 

 

  エ 廃棄物処理 

本町は、ごみ減量化と分別収集の徹底による資源化を促進するとともに、広域に

よるごみ処理体制の推進を図っています。また、不法投棄対策として、定期的なパ

トロールと啓発を行っています。当町が構成員である長野広域連合は関係９市町村

からなっており、同連合が策定する広域計画に基づき各種事業を進めているところ

ですが、ごみ焼却については、平成 31 年３月に「ながの環境エネルギーセンター」

が本格稼働し焼却ごみ等も共同運営のもと同センターで処理されています。 

 また、し尿処理については、北部衛生施設組合施設の老朽化により廃止、クリー

ン飯綱に新たにし尿投入施設を建設し、効率的な管理運営体制の構築が急務となっ

ております。斎場については、中野市にある北信斎場たびだちの森にて広域的に事

業が進められています。 

 

  オ 消防・防災体制の整備 

常備消防については、長野市消防局（長野市消防本部）が、１市２町１村を範囲と

し、本町の管轄は鳥居川消防署が対応しています。非常備消防については、町消防団

（８分団、426 人）を組織し、常備消防と連携しながら、町民の安全と安心な生活環

境を維持するため、消防活動に努めています。 

 東日本大震災や令和元年東日本台風（台風第 19 号）、能登半島地震等を経て、安

全安心なまちづくりに対する更なる町民の防災意識の高揚や消防車両、小型動力ポ

ンプ、防火水槽等、消防施設整備の充実を図る必要があります。 

また、少子高齢化等の影響により、団員の高齢化や緊急時における人員の確保が
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困難な状況にあることから、組織の見直し等を含めた地域の防災力の維持・向上に

向けた取り組みを推進していく必要があります。 

近年、全国的に地震、台風、大雨、土砂災害等の自然災害が多発しており、各地で

甚大な被害が発生しています。災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る

「減災」の考え方を防災の基本とし、たとえ被災したとしても人命が失われないこ

とを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組

み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめるよう、

対策の一層の充実を図る必要があります。 

 

  カ 公営住宅の整備 

公営住宅は 73 戸を整備し今後も引き続き整備していく予定です。73 戸の内 1/3

が建築から 30 年以上経過しており、改修が必要となっています。しかしいずれも

満室となっていることから、改修規模や方法が課題となっています。その他につい

ては、若者定住住宅として子育て世代向けに整備し、こちらも満室となっています。

継続的にさまざまな世代から空室の問い合わせを受けることから、「借りて住みた

い住宅」の需要があるものの整備が追い付いていない状況です。 

今後は子育て世代向けのみならず、高齢者が安心して生活できる住宅や、単身者

向けの住宅整備の検討も必要です。 

 

キ その他（空き家） 

以前は住んでいた、または定期的に利用・管理されていた家が遠隔地への転居や

高齢化等により管理不足のため放置状態になり、人の手が入らない空き家が増加し

ています。その中には、庭木や雑草の繁茂や建物の老朽化による危険等、近隣住民

の生活環境に著しく影響が及ぶ恐れのある空き家もあることから、保全又は解体や

他施設への転用等が大きな課題となっています。 

よって、令和５年に策定した空家等対策計画に基づき、空家等対策協議会を定期

的に開催し、空家問題の解決に向けた取り組みを行っていきます。 

 

（２）その対策 

  ア 環境保全 

河川等水質検査を実施し、周辺水域等の水質監視を継続していきます。また、地

下水保全を目的とし、地下水中の鉛の挙動など長期的な観察を実施していきます。 

町自然環境保全条例に基づき、町内での開発行為に対して環境に影響がないよう

事業内容等を監視していき、自然環境および生活環境の保全を図ります。 

 

  イ 水道施設の整備 

水道事業の安定的な運営を図るため、令和６年度に統合した水道事業を基盤とし、

「飯綱町水道事業ビジョン」、「経営戦略」及び「施設更新計画」に沿って、老朽化
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した管路や配水池等の更新を計画的に進めます。耐震化を推進し、災害時にも機能

を維持できる強靱な施設整備を目指します。 

水道料金体系の見直しや経費削減を通じて、持続可能な経営基盤の確立を図りま

す。また、検針業務の効率化や漏水の早期発見を目的に、スマートメーターを段階

的に導入し、業務の合理化と利用者サービスの向上を進めます。 

これらの取組により、町民が安心して安全な水を利用できるよう、安定した水道

事業の運営と健全な経営体制の確立を目指します。 

 

  ウ 下水処理施設の整備 

 本町の健全な発展および町民の公衆衛生の向上を図るとともに公共用水域の水質

保全という汚水処理事業の目的を念頭に、下水道未接続者への接続啓発等を行い、

接続を促進していきます。 

 令和７年度に下水道使用料の改定を行いましたが、人口減少等による下水道使用

料の減少が想定されるため下水道施設の老朽化による設備更新が計画的に実施でき

るよう、下水道施設の長寿命化計画や農業集落排水施設の最適整備構想に基づき、

計画的な更新、修繕を行っていきます。 

 下水道事業の安定的経営を目指し、軽費縮減と効率的・効果的経営のため、広域

化・共同化事業を推進していきます。 

 

  エ 廃棄物施設 

廃棄物処理については、適切な分別排出、リサイクル推進のための広報活動を強

化し、町民にわかりやすいように周知徹底を行うとともに、集積所建設補助を行い、

施設の適正管理に努めていきます。 

 し尿については、クリーン飯綱に新たなし尿投入施設を建設し、効率的な管理運

営体制を構築していきます。 

 

オ 消防・防災体制の整備 

 消防については、常備消防施設である鳥居川消防署の大規模改修や各消防署車両

設備の充実を図るとともに、消防団の組織強化や装備の充実強化と併せ、消防車両、

動力ポンプ、防火水槽、詰所等消防施設の更新及び改修を計画的に進めていきます。 

 また、防災については、総合計画や地域防災計画等に基づき、災害を防止し、災害

に負けない安全で安心なまちづくりを進めていくため、防災訓練や出前講座等の実

施をはじめ、自主防災組織の育成や強化等により町民の防災意識の向上を図ってい

きます。また、デジタル防災行政無線や複数の情報伝達手段により気象・避難・災害

情報等の迅速かつ確実な伝達体制の確立を図るとともに、新型インフルエンザ等感

染症対策や環境整備に必要な避難所施設の改修、大規模災害に備えたマンホールト

イレ等の災害用トイレの整備及び備蓄倉庫並びに物資調達の集積場所（ヘリポート

等）の整備を進めていきます。 
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  カ 公営住宅の整備 

「借りて住みたい需要」に対し供給を的確に行っていきます。社会情勢や需要等

を確認しながら公営住宅を整備し、若者の移住・定住や集落の機能維持を図ります。

併せて適切な維持保全により住宅の長寿命化と維持コストの縮減を図り、快適で安

心して生活できる公営住宅を目指します。 

 

  キ その他（空き家） 

解決の手法には、除去、改修、他施設への転用などがありますが、いずれも所有

者、管理者の特定や理解が必要となるため、継続した調査や通知により問題解決に

努めていきます。また今後は、相続登記の広報など空き家にさせない取り組みを進

めます。 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～12 年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境の整備 (1)水道施設 

上水道 

 

(2)下水処理施設 

公共下水道 

 

 

 

 

 

 

農村集落排水施設 

 

その他 

 

(3)廃棄物処理施設 

 し尿処理施設 

 

(5)消防施設 

 

 

 

 

 

 

水道施設整備事業 

 

 

処理施設耐震化事業 

管理施設更生事業（長寿命化

事業） 

広域化、共同化事業 

処理施設ストックマネジメン

ト事業 

 

農業集落排水機能強化事業 

 

合併処理浄化槽設置事業 

 

 

し尿処理施設整備事業 

 

小型動力ポンプ購入事業 

消防団軽積載車購入事業 

防火水槽設置等事業 

消防団詰所修繕事業 

消火栓本体更新事業 

指定避難所改修事業 

 

町 

 

 

町 

町 

 

町 

町 

 

 

町 

 

町 

 

 

町 

 

町 

町 

町 

町 

町 

町 
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(6)公営住宅 

 

(8)その他 

消防施設整備事業負担金 

 

住宅整備管理事業 

 

空き家対策事業 

備蓄倉庫整備事業 

災害用トイレ整備事業 

物資調達集積場所（ヘリポー

ト等）整備事業 

市・町 

 

町 

 

町 

町 

町 

町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等の整合 

 本計画では飯綱町公共施設等総合管理計画、飯綱町水道事業ビジョン、水循環・

資源循環のみち 2015 構想並びに飯綱町下水道ストックマネジメント計画等の基本

方針に基づき、効率的な施設運営及び健全財政のための施設統廃合や、長期的な改

築事業のシナリオを設定し、点検・調査計画及び修繕・改築等を順次進めていきま

す。また、飯綱町町営住宅等長寿命化計画の基本方針である、町営住宅等のストッ

クの状態の把握及び日常的な維持管理とともに、長寿命化及びライフサイクルコス

トの縮減方針等に基づき、過疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 

 

 

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健・福祉の向上・増進 

 

 

 

（１）現況と問題点 

  ア 子育て環境の確保 

人口減少、少子高齢化による家族形態の変化、就労形態の多様化、地域コミュニ

ティ意識の希薄化など、子ども・子育てを取り巻く環境が大きく変化する中で、子

育てに不安や孤立感を感じる保護者は増加しており、保育ニーズの多様化も進んで

います。 

 飯綱町子ども・子育て支援事業計画を推進し、妊娠出産から切れ目のない子育て

支援を行い、安心して産み育てることの出来る取組とともに、地域ぐるみで子ども

たちを見守り、健やかな成長を育む環境づくりを進める必要があります。 

 障がい児等の特に支援が必要な子どもや親の支援、特定妊婦への支援、里親支援

等について関係機関と取組みを進めるとともに、障がいの早期発見と療育を充実し、

障がい児等の社会参加を広める必要があります。 

 「日本一女性が住みたくなる町」とすることを町づくりの重点目標のひとつとし

て掲げています。社会や男性の意識改革とあわせ、結婚や出産を望まない人、子育

てをしながら働きたい人、子育てに専念したい人、積極的に働きたい人、自由な時
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間を大切にしたい人など女性一人ひとりの多様な考え方を大切にしていく必要があ

ります。しっかりと女性の思いを受け止め、男性の育児参画も促進されるよう、子

育て世代包括支援センター事業やワークセンター事業のより一層の充実が求められ

ます。 

女性の働き方の変化により、３歳未満児保育の希望が増加しています。保育園の

利用にあたり、子ども・子育て支援法施行規則に基づきできるだけ多くの利用者を

受け入れてきましたが、就労要件、求職活動など保育の必要性に一致しない事例が

あり、保育利用認定基準を設ける必要があります。保育認定を行う際に近隣市町村

の多くが保育利用認定に点数制を導入しているため、当町も令和８年度入園申込時

から点数制を導入します。各保育園では年度途中で入園する３歳未満児が多く、保

育士の配置に苦慮しており配置換えや増員が必要となっています。３歳未満児保育

の需要は高く、６か月で入園を希望する家庭が増えています。離乳食の時期にもあ

たり家庭と連絡を密にとり対応しています。３歳未満児は成長が目覚ましく、同じ

０歳、１歳、２歳児でも月齢で対応が違うため、同じ部屋で保育を実施する難しさ

があります。今後も３歳未満児保育の需要は増加すると予想されるため、環境整備

や保育士の確保など検討が必要です。同様に、時間外保育の３歳未満児の利用も増

加しており、環境整備や保育士の確保など検討が必要です。 

児童の放課後の過ごし方については、保護者の働き方や家族構成の変化により、

放課後児童クラブを利用する児童が多くいます。利用者増に伴う指導員の確保や施

設の環境整備が課題となっています。 

子育て世代を中心に働き方を見直し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ

ンス）の実現で子どもと過ごす時間の確保も重要となります。 

また、母子家庭、父子家庭も増加しています。家族構成の変化により、手当や給

付の支援だけでなく子育ての相談や家事援助、託児、ショートステイなど、必要な

支援も多様化しています。子育て世代包括支援センター事業やファミリー・サポー

ト・センター事業などの充実が求められます。 

なお、本町が参画している長野地域連携中枢都市圏では、病児・病後児保育対策

をとおして多様な保育ニーズに応えるとともに、子どもを産みやすい環境を構築で

きるよう共同で取り組んでいます。 

 

  イ 高齢者の保健及び福祉の向上及び増進 

本町における令和７年 10 月１日現在の高齢化率は 41.3％に達しており、高齢化

が進展しています。一人暮らしや高齢者のみの世帯の増加が続く中、医療や介護の

需要のさらなる増加が予想され、高齢者福祉の充実がますます重要な課題となって

います。 

本町では、平成 24 年から「団塊の世代」が 75 歳以上を迎える令和７年を目標に、

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目指し、住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しを人生の最期まで続けられる「地域包括ケアシステム」の構築を推進してきまし

た。加えて、高齢者、障がい者、子どもなどすべての人々が地域と暮らしを共有し、

生きがいをともにつくり、高め合う「地域共生社会」の実現に向けた取り組みも進
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めています。 

また、現役世代の急減が見込まれる令和 22 年を見据え、地域包括ケアシステム

のさらなる充実と、持続可能な介護保険制度の運営に向けた具体的な対策を実施し

ていく必要があります。 

高齢者の社会参加と自立支援、生きがいづくりや生涯学習の充実を図り、高齢者が

いきいきと暮らせるまちづくりが求められています。同時に、高齢化の進展に伴う

社会問題に適切に対応し、支援体制を整備することで、誰もが暮らしやすい地域づ

くりを進めていく必要があります。 

 

ウ 高齢者等の交通手段の確保 

「飯綱町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」では、「年齢、性別、経済力、障が

いの有無などを理由に住み慣れた地域社会から疎外されることなく、誰もが心豊か

に安心して幸せに暮らせることができる地域共生社会を築きます。」これを基本理

念に、地域包括ケアシステムの構築を推進しています。この中で、地域において自

立した生活が送れるよう自立支援事業として福祉有償運送サービスが位置付けられ

ていますが、福祉有償運送サービスの対象とならない人の中にも公共交通の利用に

不安を抱える人がおり、このような人たちへの移動手段の確保が必要です。 

特に日常生活においては必要な社会基盤が町の中心地域に偏在しており医療機関

の受診、商店においての買い物など、その場所へ移動する手段として取り残される

状況にあります。また、単独で移動することが困難な障がい者が、通所・通学・通

院等の日常生活や余暇活動などで必要なときに必要な場所へ移動できる移送サービ

スの充実が求められています。特に高齢者にとっては自らの行動範囲を広げるとと

もに、社会参加にもつながるものとして重要な課題となっています。 

引き続き、定時定路線バス、予約型デマンドワゴンなどの現行の公共交通機関を

維持しつつ、地域住民の協力を得て新たな交通手段の確保を検討していく必要があ

ります。 

 

  エ 障がい者福祉の向上及び増進 

高齢化に伴う身体障がい者の増加、障がいの重複化とともに、過重労働等からの

ストレスによる精神障がい者の増加も予想されます。また、生活環境の多様化など

により家族等で介護することが困難になってきているため、福祉に対するニーズが

増えています。 

また、障がい者の多くは、地域の一員として社会で自立して生活することを望ん

でおり、障がいへの理解を深めるとともに、自立・自己実現を支援する必要があり

ます。また、障がいの早期発見と療育を充実し、障がい者の社会参加を広める必要

があります。 

 

  オ 健康対策 

いつまでも健康であり続けたいということは、すべての町民の願いです。本町で

はこれまで、健康長寿社会の実現を目指して、健康診断・各種検診の受診の促進、
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保健師等による心や体の健康相談・健康教室の開催、町内公立病院をはじめとした

医療・救急体制の確立等を通じて健康づくりに取り組んできました。 

今後、少子高齢化が進展する中、医療や介護に係る負担の抑制を図りながら、す

べての町民が健康長寿で豊かな人生を送ることができる活力ある町を目指して、生

活習慣病の予防等、更なる健康づくりを推進していくことが必要です。 

 

（２）その対策 

  ア 子育て環境の確保 

・魅力ある保育園を運営していくため、幅広く募集を行うなど保育人材を確実

に確保するとともに保育士の研修を行い、施設が園児たちにとって安全で快

適なものとなるよう計画的に維持・管理及び改修を行います。 

・保護者との意見交換の場を積極的に設けるなど、保護者や児童の個々のニー

ズにきめ細かく対応した利用しやすい放課後児童クラブの管理・運営に努め

ていきます。 

・就労等の事情で家庭における保育が困難な保護者であっても町で安心して子

どもを育てられる環境を整えるため、休日等でも預けられる保育施設の拡充、

地域で子育てを支え合う仕組み（ファミリー・サポート・センター事業など）

の確立等を進めます。 

・妊娠期から出産までの不安解消を図るため、妊娠や出産、産後の育児に関す

る教室を開催するとともに、その情報を広く周知し、多くの妊婦とパートナ

ーが利用できる体制づくりを推進します。 

・次代を担う子どもの健やかな成長を願って、子どもの誕生や卒園・卒業等の

機会をとらえて、町全体でお祝いする気持ちを込めながら、祝い金や記念品

を支給します。 

・出産や子育てに要する負担を緩和するため、保育料の軽減措置や補助事業等

に取り組みます。 

・地域や関係機関などとの連携を強化し、子育て資源の活用や児童虐待の未然

防止を図るとともに、虐待が深刻化する前の早期発見・早期対応に取り組み

ます。 

・地域全体で子育てを支援する基盤を形成するため、就学前の子どものいる家

庭及びこれから子育てをする家庭が誰でも気軽に利用・交流し、子育てにつ

いて楽しく学ぶことができる専用の施設や公園整備を検討していきます。 

・就職に有利な資格や知識・能力を身に付けられる研修会の開催など、育児休

業の取得や女性の職場復帰、再就職支援の充実を図ります。 

・病後児保育やワークセンター等の事業の充実を図り、子育てと仕事を安心し

て両立できる環境を整備します。 

・多様な生き方を選択できる町を実現するため、事業所への啓発活動などによ

り子育て世代を中心に働き方の見直しを促進し、仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）の実現を図ります。 

・障がい児等に使い易い施設整備と利用しやすい環境整備に努めていきます。 
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・保護者の育児に伴う身体的、心理的な負担を軽減するため、子育て家庭への

支援事業の拡大を図ります。 

・子育て中の保護者が病気や怪我、育児疲れなどで、養育が困難となった場合、

一時的に受け入れできる体制を整備します。 

 

  イ 高齢者の保健及び福祉の向上及び増進 

飯綱町地域福祉計画・地域福祉活動計画（令和８年度～令和 12 年度）および飯綱

町高齢者福祉計画・介護保険事業計画（令和６年度～令和８年度）に基づいて各種

施策を行っています。また、高齢者等が安心していきいきと暮らすことができる社

会を目指し取り組んでいるところですが、引き続き本町の実情に応じて町民主体の

地域福祉を推進し、支援を必要とする高齢者、障がい者や子育てに悩む人を地域で

支え合う仕組みの体制を構築することで、お互いに支え合う地域社会の実現を図り

ます。 

・すべての高齢者等が安心して自立的に暮らすことができる環境を整備するた

め、地域包括支援センターを拠点として、介護や医療等の関係機関との連携

強化を図り、生活全般に関するあらゆる相談にワンストップで対応できる体

制を構築します。 

・健康運動や栄養改善、口腔機能向上等の教室を開催し、介護予防に資する取

組を充実します。 

・認知症の人やその家族が安心して暮らせるよう、地域全体で支え見守る体制

を拡充するなど、きめ細かな対応を図ります。 

・認知症の人を介護する家族を支援します。 

・介護保険制度や高齢者にやさしい住宅改修補助制度活用による自立または介

護しやすい住宅改修を促進します。 

 

ウ 高齢者等の交通手段の確保 

 高齢化の進展、人口の減少により、地域公共交通の利用者が減少するだけでなく、

運行の担い手の確保も課題となります。本町におけるこれからの地域公共交通は公

共交通単独で考えるのではなく、さまざまな分野と連携し、地域として必要なサー

ビスを総合的に存続させていくことが必要です。そのために、旅客輸送事業（鉄道・

バス・タクシー）だけでなく、貨物輸送との連携、子育て支援、学校教育において

実施している保育園送迎、スクール輸送との連携、福祉施策による輸送事業と連携

して、地域の暮らしに必要な足（移動手段）全体を守り・育てていきます。 

今後は既存の公共交通機関等の補完手段のひとつとして、意欲ある町民がドライ

バーとなり、自宅から病院やスーパー等の目的地までのドアツードアによるデマン

ドタクシーによる送迎を担い、高齢者等の移動手段の確保とともに外出機会の創出

や地域コミュニティの拡大も併せて検討していきます。 

 

エ 障がい者福祉の向上及び増進 

障がい者が自分らしく生活できる社会を実現するための取組を推進します。 
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・障がい者への理解を深めるため、学習会や交流会等の充実を図り、心のバリ

アフリーを推進します。 

・地域で自立した生活を送ることができるよう、誰でも気軽に相談できる仕組

みを充実させ、全ての人に必要な支援（就労・日常生活用具の給付・外出時

の移動などの支援）が行き渡る体制づくりに努めていきます。 

・発達障がいを持つ子やその家族の相談に応じる発達支援室を設置し、保健・

福祉・教育が連携しながら、早い時期から継続的で専門的な支援を行います。 

 

  オ 健康対策 

すべての町民が健康長寿で豊かな人生を送ることができる活力ある町を目指し、

関係機関と連携した健康づくり活動の推進と支援を行います。 

・食習慣や運動習慣の改善に関する講座等を通じて、町民の健康づくりに対す

る意識の高揚を図ります。 

・がん・生活習慣病等の早期発見・早期治療のため、検診の必要性を分かりや

すく説明するなど受診勧奨等を積極的に行い、受診率の向上に努めていきま

す。 

・特定健診・町民健診を受診された方に個別面談にて、健診結果を伝え、生活

習慣病の発症、重症化を予防します。 

・親と子が心身ともに健やかに過ごせるよう、子どもの健康等に関する母親の

一人ひとりの悩みに親身に寄り添う相談体制を構築するなど、きめ細かな母

子保健事業を行います。 

・幼少期から健康的な生活習慣を身につけるため、関係団体と連携し、食育を

推進します。 

・健康器具を導入し、一人ひとりの健康状態に合わせて適切に利用するなど、

高齢者などの健康増進に向けて、地域・団体の主体的な取組を支援します。 

・心の病気の予防・早期治療を図るため、相談できる時間を十分に確保するな

ど、心の健康に不安を感じている人やその家族がいつでも気軽に相談できる

体制の構築をします。 

・ゲートキーパーを養成するなど、自殺予防のための体制づくりの強化を図り

ます。 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～12 年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環境の確保、高齢

者等の保健及び福祉の向上

及び増進 

 

 

(1)児童福祉施設 

 保育所 

 

(4)介護老人保健施設 

 

 

保育所施設整備事業 

 

デイサービスセンター施設整

備事業 

 

町 

 

町 
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(5)障害者福祉施設 

障害者支援施設 

 

 

(7)市町村保健センター及び母

子健康包括支援センター 

 

 

(9)その他 

デイサービスセンター特殊浴

槽更新事業 

社会福祉施設非常用発電設備

事業 

 

 

障がい者支援就労施設整備事

業 

 

健康管理センター施設整備事

業 

建物附帯施設の整備 

 

地域福祉車両更新事業 

福祉有償運送事業用車両更新

事業 

放課後児童クラブ施設整備事

業 

子育て世代支援施設整備事業 

町 

 

町・町社会

福祉協議会 

 

 

町 

 

 

町 

 

町 

 

町 

町 

 

町 

 

町 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、飯綱町公共施設等総合管理計画の方針に基づき、整合性を図りなが

ら過疎地域対策に必要な事業を適正に実施します。 

 

 

８ 医療の確保 

 

 

 

（１）現況と問題点 

町内にある公立病院である町立飯綱病院は、昭和 36 年の開院以来、昭和 55 年移

転新築、平成 12 年患者数の増加と介護保険制度施行に伴い増築を行い、本町と近

隣自治体の中核病院として、地域住民に救急を含む医療を提供しています。また、

本町の「保健・医療・福祉」の中心的施設として町民の疾病予防、各種健診、医療

相談、認知症予防等の各種活動を行うとともに、一部施設を医療防災管理棟として

位置づけ、災害時の医療拠点となっています。 

 課題としては、人口減少及び高齢化が進行する中、患者減少に対応しつつ、近隣

自治体への通院困難な交通弱者への医療提供、通院困難な患者への在宅医療、慢性

期医療、療養病床での医療、急性期医療及び透析医療など、安定した医療提供の継
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続があげられます。全国的にも医師、看護師等の医療従事者の不足が深刻化してい

る中、当院も例外ではなく、日常の診療から当直業務にいたるまで、勤務する医師、

看護師等をはじめとした医療従事者に大きな負担となっています。 

 また、本町が参画している長野地域連携中枢都市圏では、構成自治体と連携し病

院群輪番制参加医療機関に支援を行っており、休日及び夜間における重症な救急患

者を確実に受け入れられるよう、安全安心な医療体制を確保するため共同で取り組

んでいます。 

 

（２）その対策 

 公立病院として医療をとおして住民の健康と福祉の増進を図るため、一般医療、

救急医療に必要な医療機器や病院施設・設備の適切な整備に努めていきます。 

 また、医師、看護師等の派遣依頼、紹介斡旋事業者への依頼等を通じ医療従事者

の確保を図るとともに、病院職員が働きやすい環境の整備に努めていきます。 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～12 年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

７ 医療の確保 (1)診療施設 

病院 

 

医療機器の購入 

建物附帯施設の整備 

 

町 

町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

病院利用者の利便性向上のため、老朽施設を優先して見直しを推進するとした短

期目標、事業のあり方を検討することで、長期計画の策定を進めるとする中期目標

と整合するよう計画を推進していきます。 

 

 

９ 教育の振興 

 

 

 

（１）現況と問題点 

  ア 学校教育 

平成 23 年４月に飯綱町教育環境あり方検討委員会を設置、平成 26 年１月には小

学校統合検討委員会が設置され、長きにわたり多くの町民に検討をいただいた結果、

平成 30 年４月に、それまでの４小学校を閉校し、新たに２小学校を設置しました。

三水地域の三水第一小学校（昭和 53 年建設）と三水第二小学校を統合し三水小学

校に、牟礼地域の牟礼東小学校（昭和 47 年建設）と牟礼西小学校を統合し牟礼小学
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校に、それぞれ校舎は三水小学校は三水第一小学校を、牟礼小学校は牟礼東小学校

の建物を利用しスタートしました。また、中学校は三水地域に学び舎を構える飯綱

中学校１校で、平成 24 年度から改築した新しい校舎で学んでいます。小中学校で

は地域住民の支援をいただき学校運営を行う文科省型コミュニティスクールを進め、

「おらほの学校応援団」をはじめとした各種ボランティアの協力を得て、学校運営

を行っています。 

小学校の校舎は古く、老朽化した施設及び設備の改修など教育環境の改善が課題

となっています。教員住宅については、昭和 60 年から平成 13 年に建てられた建物

で、施設の老朽化も進んでおり、入居するには大規模な修繕等も必要なことから、

需要と供給のバランスを踏まえ、修繕や取り壊しも考慮し進めていく必要がありま

す。 

町内３校の学校給食は、共同調理場で調理し各校へ配送しています。共同調理場

は、中学校の改築と時期を同じく建設されています。地域の子どもたちのため、旬

の地場産農作物を使用した「手作りで安全・安心なおいしい給食」の提供に努めて

います。今後も町直営で継続していくため、また、子どもたちに安全・安心なおい

しい給食を提供するために、老朽化した施設・設備の改修が必要となっています。

一方、調理員の確保が大変に難しく職場環境の改善も課題となっています。 

 

  イ 社会教育 

地域を基盤とし地域の集団の中で、さまざまな経験を通して、よりたくましい子

どもの発達を実現するため、育成会活動は大変重要です。しかしながら人口減少、少

子化が進行する中で、地区育成会の会員数や活動協力者が減少しており、活動内容

の縮小傾向が見られます。このため、町では各地区育成会活動の維持と活性化を目

的に、子どもの数や活動内容に応じて補助金を交付していますが、今後も継続する

とともに、新たに支援するための仕組みづくりを検討し、実施していく必要があり

ます。 

いいづな歴史ふれあい館は、郷土への愛着を深め、自然と共生した豊かな暮らし

をみんなで創り上げていくうえで、情報・交流の拠点となる社会教育施設（博物館）

です。施設の老朽化した部分の改修等を行い、子どもから大人までが町の自然・歴史・

文化・風土等を学べるように、機能の充実を図る必要があります。 

三水地域にある飯綱中学校図書館は、学校教育に支障がない範囲で一般に開放し、

公民館図書室とのシステム連携をとる中で、中学生のみならず町民が学びに集う、

特に三水地域の交流拠点として利用されています。中学校施設の開放利用が浸透し、

利用者数も学生を中心に年々増加しており図書の充実に加えて、要配慮者への配慮

や利便性を考慮した施設の整備が求められています。 

飯綱町民会館は公民館本館や図書室を内包し、介護予防のための元気の館とも接

続する複合施設となっており、生涯学習の拠点として重要な役割を担っています。
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少子高齢社会・情報化社会にあってこれまで以上に地域づくりの拠点施設としての

役割が求められていますが、老朽化が進んでおり今後も維持していくための整備の

強化や多様化・高度化する地域住民のニーズに応えるための整備が必要です。また、

心豊かで生きがいのある人生を実感できることが強く求められており、生涯学習づ

くりに大きな期待が寄せられていることから、地域の活性化や個性豊かな生活文化

の創造を目指した学習機会の提供と人材の育成に向けた仕組みづくりが必要となっ

ています。 

公民館分館は地域にとってより身近な地区単位で設置されている公民館であり地

域住民のよりどころとなる場所になります。また、分館はその地域の住民自ら運営

され、社会教育活動や学習活動、または地域づくり活動、更には、福祉・支え合い活

動の拠点ともなるものです。しかしながら人口減少や少子高齢化に加え社会情勢の

大きな変化により、分館活動への参加者が年々減少しており、地域コミュニティ力

の低下や希薄化が危惧されています。このようなことから、今後の分館活動におい

ては多様化するニーズへの対応、世代間交流を促す環境づくり、地域活動やボラン

ティア活動につながる仕組みづくりが求められており活動費や施設整備に対する財

政的支援が必要となります。 

 

  ウ 社会体育 

スポーツ活動は生涯にわたり心身ともに健康な生活を営む上で不可欠なものです。

その活動を行うためには町民一人ひとりの関心、適性等に応じて、安全かつ公正な

環境の下で日常的にスポーツに親しみ、またスポーツを支える活動に参画すること

のできる機会の確保が必要となります。 

本町では、より身近な利用を保証するため、牟礼地域と三水地域それぞれに社会

体育施設を設置運営していますが、いずれの施設も老朽化が進んでおり安全安心の

ための整備が必要となっています。 

また、両地域の学校の施設（体育館・グラウンド等）を学校教育に支障のない範囲

で開放し、社会体育活動が利用できるよう運営していますが、社会体育利用に伴い

使用する施設や設備の老朽化も顕著となっており、利用するうえでの支障にもなっ

ていることから、多くの人たちに安全安心に利用いただくための施設等の整備や利

便性の向上を考慮した改修等が求められています。 

住民が世代を問わずスポーツを身近なものとして継続して楽しめるよう、スポー

ツ協会や総合型地域スポーツクラブでは多様なスポーツの活動の提供やスポーツイ

ベントの企画運営、競技力向上のための技術者や指導者の育成など積極的に取り組

んでいます。近年は人口減少や少子高齢化により、会員数の減少や指導者等の確保

が難しい状況となってきており、安定した活動の継続と活性化を図るための財政的

支援が必要となっています。 

また、本町が参画している長野地域連携中枢都市圏では、教育・文化・スポーツ
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分野９事業において学校教育、社会教育、生涯学習の振興等に関する施策を共同で

取り組んでいます。 

 

（２）その対策 

  ア 学校教育 

校舎の老朽化が進む中、適正な維持管理に努め、教育環境の改善を図ります。 

小学校の統合により学区が広がったこと、また、中学校が１校であることから、遠

距離通学となる児童生徒が多くいます。児童生徒の安全な登下校のため、スクール

バス及び定期路線バス等を利用した通学手段を確保するとともに、併せて定期券購

入補助等の支援も行います。 

統合による子どもたちの急激な環境の変化を緩和するため、町独自の学級編成に

よる町費担任の配置や、支援を必要とする児童生徒に対する町費の学習支援員、介

助員を配置し、個々の特性に応じた教育を推進します。また、ALT（外国語指導助

手）を配置し外国語活動・授業を支援します。更に、不登校や悩みを抱える児童生

徒に対応するため県のスクールカウンセラーに加え、町独自にスクールソーシャル

ワーカーを配置し相談などを行います。 

・授業で使用する教材費等について補助を行い家庭の負担軽減を図ります。 

・GIGA スクール構想による ICT 教育の推進を図ります。 

・教員住宅の適正な維持管理に努め、快適化を図ります。 

・学校給食共同調理場では、施設・設備の定期的な点検を実施し、計画的に老朽

化した施設・設備の改修を行うとともに、職員の確保に努めていきます。 

 

  イ 社会教育 

人口減少や少子化の進行により地区育成会の活動内容が縮小、または停滞するこ

とがないよう引き続き補助金等の財政的支援を行うとともに、新たに支援するため

の仕組みづくりを検討し実施していきます。 

三水地域にある飯綱中学校図書館は、学校教育に支障がない範囲で一般に開放し、

公民館図書室とのシステム連携をとる中で、中学生のみならず、同地域の住民が学

びに集う交流拠点として飯綱中学校図書館の図書の充実と要配慮者への配慮や利便

性を考慮した施設の整備を引き続き行います。 

飯綱町民会館・歴史ふれあい館の各施設、設備の老朽化に対応した改修や利用者

のニーズに応じた改修を計画的に進めます。また、地域住民のニーズや時代に沿っ

た各種生涯学習講座・教室を企画し、子供から高齢者まで、幅広い年代の自主的な

学習活動の充実を図るとともに世代間交流を促進します。 

また、公民館分館の活動費や施設整備に対する財政的支援を行い、地域コミュニ

ティ力の活性化を図り、多様化するニーズへの対応や世代間交流を促す環境づくり、

地域活動やボランティア活動につなげていきます。 
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  ウ 社会体育 

 老朽化が進む社会体育施設や学校施設の開放により社会体育活動を利用する施設

について、安全安心に利用いただくための整備や利便性の向上を考慮した改修、施

設照明のLED化など環境への配慮や長寿命化を目的とした改修等を計画的に行い、

安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツ活動に参加できる機会を確保します。 

また、人口減少や少子高齢化により、会員数の減少や指導者等の確保が難しくな

っているスポーツ団体等について、財政的な支援を行い、安定した活動の継続と活

性化を促進するとともに指導者の育成と資質の向上を図ります。 

あわせて、部活動の廃止に伴う（部活動地域展開）地域クラブ活動に対して、活

動施設整備や指導者謝金の補助をはじめ、様々な取り組みに財政的な支援を行い、

飯綱町の中学生が、飯綱町で文化芸術スポーツ活動を継続して行える環境づくりを

整えます。 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～12 年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

８ 教育の振興 (1) 学校教育関連施設 

校舎 

 

 

給食施設 

 

 

(3) 集会施設・体育施設等 

公民館 

 

 

体育施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校・体育館等整備事業 

 

 

学校給食共同調理場整備事業 

(設備等改修) 

 

 

集会施設改修事業 

町民会館施設改修工事 

 

体育施設改修事業 

学校等グラウンド設備改修工

事 

牟礼 B&G 海洋センター改修

工事 

三水 B&G 海洋センター改修

工事 

ふれあいパーク運動施設改修

工事（運動場・野球場・ﾃﾆｽｺｰ

ﾄ・ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場・ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場・

駐車場） 

社会体育施設LED化整備事業 

 

町 

 

 

町 

 

 

 

町 

町 

 

町 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

 

 

町 
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 本計画では、飯綱町公共施設等管理計画、飯綱町学校施設長寿命化計画の基本方

針に基づき、将来的な人口減少及び児童生徒数の減少傾向を踏まえ、余裕教室など

空きスペースの有効活用、他の公共施設との複合化、共用化などさまざまな方向性

について検討するとともに、過疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 

 

 

10 集落の整備 

 

 

（１）現況と問題点 

本町は 50 の集落からなり、近年、人口減少と高齢化が著しく進んでいます。平成

17 年と令和２年の国勢調査結果を比較すると、減少率 40％以上が１集落、30～40％

が 10 集落、20～30％が 21 集落、10～20％が 13 集落、０～10％が４集落であり、

増加したのが１集落でした。これに伴い、農地や山林の荒廃地化が進行しており、

集落のさまざまな機能低下が顕在化してきています。 

集落によっては自治組織役員の人手不足など、コミュニティ活動の維持が困難に

なりつつあります。また、各集落の拠点である集会施設の老朽化に伴い、自治組織

が施設等の整備を自主的に行っていますが、高齢化や人口減少等により、地域住民

の負担が年々増してきており、集落そのものの維持・存続が難しくなってきていま

す。 

 

（２）その対策 

各集落の課題解決や集落機能の維持を図っていくために、多種多様な世代の住民

が、自立的・自主的に集落の課題や活性化策などについて話し合い、特に今後、将

来を担っていく若者や女性の意見を反映させた集落の将来計画の策定及びその計画

に沿った事業実施に対し、補助金を交付するなどの支援をしていくとともに、移住

や定住を促進するための住宅団地の整備（インフラを含む）を推進します。また、

人的な支援として、必要に応じて地域おこし協力隊員及び集落支援員を配置し、集

落点検の実施、地域住民同士の話し合いを促進するなど、町と連携して集落対策を

推進します。 

 各集落の実情に応じた行政支援に努めるとともに、集落の活性化やコミュニティ

活動に必要な集会施設の整備等に係る経費に対し、補助金を交付し、集落の負担の

軽減を図ります。また、各集落の連携を図り集落機能の継続性を高めるための施策

を実施します。 

 時代や働きか方の変化や若い世代の参画も見据え、自治会・町内会連絡網におけ

る課題でもある情報伝達の遅延と運用法の見直しとして、情報伝達のデジタル化を

進め自治会役員の負担軽減を図る施策を実施します。 
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（３）計画 

事業計画（令和８年度～12 年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

９ 集落の整備 

 

(1)過疎地域集落再編整備 集会施設整備事業 

集落移転促進団地整備 

定住促進団地整備事業 

町 

町 

町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、飯綱町公共施設等総合管理計画及び飯綱町町営住宅等長寿命化計画

に基づき、整合性を図りながら過疎地域対策に必要な事業を適正に実施します。 

 

 

11 地域文化の振興等 

 

 

 

（１）現況と問題点 

本町には古くからの伝統文化や文化資源が豊富にあり、人々の日常の暮らしの中

に受け継がれてきました。しかし、地域の有形・無形・埋蔵文化財や、史跡、天然

記念物等は、過疎化や大きく変化していく社会情勢の中で、その保護・保存・伝承

が厳しい状況にあります。このようなことから、本町に存する各種文化財等を適切

に保護、保存、伝承していくことや、地域や集落の活性化のために活用し、過疎地

域の持つ新たな魅力へと整備していく必要があります。 

町の歴史や文化・自然や風土を学ぶ拠点となる、いいづな歴史ふれあい館におい

ては、さまざまな情報発信や各種講座・講演会などを行っており、令和６年度に旧

村合併前のままの常設展示から、三水地域の文化遺産等に関わる展示を強化するリ

ニューアル事業を実施しました。事業実施により町全域を包括する偏りのない展示

となり、地域文化の振興を担う社会教育施設となりました。歴史ふれあい館の役割

として、本町の歴史・文化等の特性や個性を伝える特別展や企画展を開催し、住民

参加による幅広い連携の下、郷土愛や生きがいを醸成し、それを地域の活力につな

げていくことが必要です。例えば、町の有形文化財に指定されている「赤塩焼」は

窯元の継承が途絶えていますが、歴史を後世に伝え、工芸を通して地域を盛り上げ

るため、地域おこし協力隊員として陶芸家を招聘し、赤塩焼啓発委員会を立ち上げ

ました。調査・研究を行い、町内の小学生等を対象に陶芸教室を開催し、赤塩焼の

普及活動を行っていますが、その効果はまだ限定的です。 

本町が参画している長野地域連携中枢都市圏では、次世代への伝統芸能の継承と

世代や地域を超えた交流により、地域への愛着を深め、ふるさと回帰を図るととも

に、にぎわいづくりによる交流人口の増加に向け共同で取り組んでいます。 
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（２）その対策 

郷土の誇りである豊富な各種文化財等の適正保護・保存・伝承のため、いいづな

歴史ふれあい館などの関係施設の機能強化や改修、施設整備を行うとともに地域活

性化の資源として活用するための環境整備や情報発信を行っていきます。また、い

いづな歴史ふれあい館は町全域を包括する展示を行い、広範な文化活動の振興を支

えるとともに町民が集う地域の拠点としての役割を担っていきます。 

一方、赤塩焼についても、陶芸体験や陶芸品が展示できる工房等を整備し、普及

に努めます。 

・埋蔵文化財などの調査研究と保存整備に努めていきます。 

・文化財の指定と保存及びその活用を図ります。 

・町全域の文化遺産等を展示するために施設や設備の整備を行います。 

・町全域の文化遺産等の特性や個性を住民に伝えるための特別展や企画展を開催

します。 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～12 年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

10 地域文化の振興等 (1)地域文化振興施設等 

地域文化振興施設 

 

赤塩焼復活プロジェクト事業 

いいづな歴史ふれあい館施設

改修事業 

いいづな歴史ふれあい館収蔵

機能強化事業（集落排水処理

施設の再利用による収蔵施設

整備） 

 

町 

町 

 

町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、飯綱町公共施設等総合管理計画の方針に基づき、整合性を図りなが

ら過疎地域対策に必要な事業を適正に実施します。 

 

 

12 再生可能エネルギーの利用の推進 

 

 

（１）現況と問題点 

 近年、快適さや便利さを追求するライフスタイルへの変化に伴い、日常生活にお

いて大量のエネルギーを消費するようになっています。その結果、大量の温室効果

ガスが大気中に放出され地球温暖化を引き起こす一因となり、それが異常気象によ
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る災害を発生させている現状も否めません。また、エネルギーを生産するための資

源には限りがあるため、地球温暖化を防ぐためには、エネルギーを節約しながら大

切に使うことが求められます。その一方で、これに代わる新たなエネルギーについ

ても考える必要があります。 

こうした現状を踏まえ、本町ではエネルギー・環境問題に対する地域全体の意識

を高めるとともに、新エネルギーの導入促進を目的として、2013 年度（平成 25 年

度）に「飯綱町地域新エネルギービジョン」を策定し、住宅用太陽光発電設備に対

する補助を行ってきました。さらに、2018 年度（平成 30 年度）には本ビジョンの

中間見直しを行い、町は３つの基本方針に基づいて導入計画（導入プロジェクト）

に取り組み、町全体で新エネルギーの推進を進めてきました。 

令和４年には、本町を含む９市町村によって構成される「長野地域連携中枢都市

圏」において、日本政府の目標である 2050 年（令和 32 年）までに二酸化炭素排出

量の実質ゼロを目指す「ゼロカーボン宣言」を発出しました。これを背景に、町内

から排出される温室効果ガスの抑制、計画的な地球温暖化対策の推進、さらには本

町の特性を活かした脱炭素社会に向けたまちづくりを進めるべく、令和６年３月に

「飯綱町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定しました。 

今後は、同計画に基づき、町内における再生可能エネルギーの現状と区域設定の

可能性を十分に考慮した上で、特にポテンシャルの高い太陽光発電を中心とした再

生可能エネルギーの推進に努めてまいります。 

本町では、このほか、豊かな森林環境や農業資源の有効活用が考えられます。森

林は町全体の 53％を占めており、また、リンゴ栽培が盛んであることから、剪定枝

等の木質バイオマス資源が豊富に存在していますが、これらの間伐材や剪定枝等の

多くはそのまま廃棄等しているのが現状です。 

なお、再生エネルギー導入の具体的なアクションの一つとして、令和 7 年から農

業用水路を利用した小水力発電所が稼働を開始しましたが、今後も導入可能な再生

エネルギーについて多角的に検討を進めていく必要があります。 

 

（２）その対策 

将来ビジョン達成のためには、日常の省エネ行動や設備等の省エネ化、地域のポ

テンシャルを活かした再エネの導入などの取り組みを行い、かつ森林による吸収量

を維持していく必要があります。また、それらの取り組みが、町の持続可能性、安

全・安心な暮らし、豊かな環境の保全につながることが重要です。そこで、町民、

事業者、行政が一丸となり脱炭素化を進めていくための取り組みの基本方針を定め、

これに基づき個別の施策を展開し、地域の脱炭素化を目指します。 

 

〇基本方針１ 省エネ対策等による持続可能なまち 

化石エネルギーは有限であり、再エネの導入にも限りがあります。そうしたな 

か、省エネ対策や技術革新等により使用するエネルギーを減らし、少ないエネルギ

ーで暮らせる持続可能な町を目指します。 

飯綱町における温室効果ガス排出量の多くは、エネルギー起源の二酸化炭素 



 

 

47 

（CO2）が占めていることから、家庭や事業所等におけるエネルギー消費量の削減

を進める必要があります。そのためにも、エネルギー消費量を抑えるための設備の

導入や住宅・施設の整備、日常で使用するエネルギーを減らすライフスタイル、ビ

ジネススタイルの転換を促進します。 

また、飯綱町はガソリン車や軽油車による温室効果ガス排出量の占める割合が大

きいため、電気自動車（EV）をはじめとした次世代自動車の普及を推進し、充電ス

テーションなどの設置を積極的に進めるとともに、公共交通の利用や、徒歩・自転

車利用の促進などにより、自動車利用の削減を図ります。 

〇基本方針２ 再エネ導入・拡大による安全で暮らしやすいまち 

 太陽光をはじめ、水資源や雪、豊かな森林資源など、飯綱町の自然や資源を活か

した再生可能エネルギーを積極的に導入し、エネルギーの自給率を高めるとともに、

災害時にも対応できる安全で暮らしやすい町を目指します。 

町の景観をはじめ、生態系や地域住民の生活環境に配慮しながら、再エネ設備の

可能な限りの導入を促進していきます。また、避難所となる施設に積極的に再エネ

や蓄電池を導入するなど、災害時のレジリエンス（強靱性）を強化していきます。 

〇基本方針３ 豊かな森林や農地を活かし守りつづけるまち 

 飯綱町は面積の約半分を森林が占めており、豊かな森林資源を保有しています。

森林は二酸化炭素の吸収源としての役割を果たすだけでなく、薪などの再生可能エ

ネルギー資源の供給源となる重要な存在です。また、農地は町の約３割を占めてお

り、中でもりんごの果樹園は町の重要な基幹産業の一つです。 

森林の適正な保育、間伐などの森林整備を計画的に進めるとともに、森林資源や

りんごの剪定枝などの未利用資源を薪などのバイオマスエネルギーとして活用する

ほか、バイオ炭として農業へ活用する取組などを推進し、脱炭素化の推進と二酸化

炭素の吸収源対策を積極的に展開します。 

 今後の再生可能エネルギーの導入については、住宅用太陽光発電システム導入支

援、再生可能エネルギーの公共施設での活用拡充、クリーンエネルギー自動車の更

なる導入を目指しています。 

また、木質バイオマス利用を推進するため、ペレットストーブ等の普及に向けた

補助制度拡充や公共施設への導入促進を図るほか、小水力発電の更なる導入につい

ては、今後の調査等で適地があった際に、事業者の参入等も含めて検討します。 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～12 年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

11 再生可能エネルギーの

利用の促進 

（3）その他 

 

クリーンエネルギー自動車導

入事業 

太陽光発電施設整備事業 

小水力発電所整備事業 

町 

 

町 

県・町・法人 
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、飯綱町公共施設等総合管理計画の方針に基づき、整合性を図りなが

ら過疎地域対策に必要な事業を適正に実施します。 

 

 

13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

 

 

（１）現況と問題点 

ア 自然環境の保全及び再生 

 自然環境の保全では、町民参加による森林整備や森林の里親制度を活用した民間

の活力による広葉樹等の植樹、長野県森林づくり県民税や森林環境譲与税を活用し、

ライフライン等の保全のための支障木等の伐採、観光地の魅力向上のための森林整

備、緩衝帯整備や森林の病害虫被害対策を実施してきました。また、町民参加によ

る春秋の一斉清掃による不法投棄の防止活動や花づくりボランティアを中心に各地

区で花壇づくりを進め環境保全とその意識の高揚を図ってきました。 

一方、本町の特色である豊かな自然と里山環境を守るためには町民、事業者、行

政すべてが自らの問題として捉え、環境保全に向けた取組が身近なところから着実

に実践啓発を行っていく必要があります。 

 

イ まちづくり活動支援事業 

 平成 18 年から、町民が自由な発想で、「もっと暮らしやすい地域にしたい」、「地

域の宝に磨きをかけたい」、「イベントを通してたくさんの人たちを集めてもっと町

を知ってもらえるきっかけづくりがしたい」等、自ら取り組む活動の応援を行って

います。 

また、町民一人ひとりが町の課題を自分のこととして捉え、積極的に行動する一

助として支援事業を活用してもらえるよう、周知・広報活動により一層、工夫を重

ねていくことを検討していきます。 

 

ウ 景観づくり事業 

 町民アンケートでは、景観について関心があると回答した人は 84.4％、町内で景

観が良いと感じられる場所があると回答した人は 72.4％という結果が出ており、町

民は町の景観に強い関心と誇りを持っています。 

 一方で、景観を損ねている要因として、空き家や空き店舗、耕作放棄地、荒廃し

た森林などをあげる人が多く、また最近は、大規模な太陽光発電施設の景観等への

影響について大きな課題になっています。 

 

  エ 地籍調査事業 

現在、法務局に備え付けられている公図の多くは明治時代に行われた地租改正等
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により作成された地図（公図）を基にしたものであるため、土地の境界が不明確で

あり、土地にかかるトラブルが発生しがちな状況にあります。 

このため、町が主体となり一筆ごとの土地の所有者、地番及び地目の調査や、境

界及び地積に関する測量を行っていますが、土地の境界を知る関係者は年々少なく

なり、また、遊休荒廃地の増加による境界が判断できなくなるなど、調査が難航し

ている状況となっています。 

 

（２）その対策 

ア 自然環境の保全及び再生 

 自然環境の保全と再生は、その手法が多岐にわたるため、各分野のそれぞれの組

織や団体が横断的に連携を取りながら、町民の自発的な活動や環境に係るイベント

などへの支援を行っていきます。更には、未来を担う子どもたちの自然環境に対す

る意識の高揚を図ります。そして、美しい里山風景と水源かん養や洪水防止など多

面的機能を有する森林を保全することにより恵まれた環境を整備していきます。 

 具体的な施策は、 

・将来にわたり生活環境及び自然環境に悪影響を及ぼすおそれのある施設建設等

については、迅速に調査を実施していきます。 

・生態系を脅かす外来動植物の把握、移入防止・早期駆除に努めていきます。 

・森林の有する多面的機能が持続的に発揮できるよう、間伐、広葉樹林化等を推

進していきます。 

・松くい虫やナラ枯れなどの被害の拡大を防止し森林の保護に努めていきます。 

・農薬や化学肥料の使用を抑えた環境にやさしい農業を推進していきます。 

・大気、水質などの調査により、環境汚染等の未然防止を図ります。 

・耕作放棄地や荒廃農地の発生防止と解消を図り、景観の保全と維持に努めてい

きます。 

・ごみの不法投棄を未然に防ぐため監視活動を強化していきます。 

・河川や用水、ため池などの整備は、自然に最も近い材料や工法を用いて周辺環

境の保全に努めていきます。 

今後も引き続き本町ではこれまでと変わらず大切な自然を守り続け、次の世代に

継承するため、多様な自然環境の適切な維持管理・保全に努めていきます。 

 

イ まちづくり活動支援事業 

 一定数の継続的事業があることから、今後も継続的な事業展開が図れるよう助言

や相談に応じていくとともに、地域資源を活かした魅力あるまちづくりにつながる

事業掘り起こしを進めます。 

 

ウ 景観づくり事業 

 飯綱町景観条例、飯綱町景観計画を基本に、町は町民と共動で、良好な景観を守

り、育て、良好な景観づくりを進めます。町は、町民誰もが、町の景観の本質的な

価値に気づき、その魅力を共有する啓発事業を進めるほか、良好な景観を守り、価
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値を高める町民の主体的な活動を支援します。 

また、景観形成のお手本となる公共施設への配慮や景観づくり施策を実施します。 

 

  エ 地籍調査事業 

 土地取引の円滑化や土地に関するトラブルの未然防止に役立てるため、地域の実

情を踏まえ地籍調査を計画的に進めます。また、地籍調査に対する町民意識の向上

を図り、より効率的で効果的な事業を実施します。 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～12 年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

12 その他地域の持続

的発展支援に関し必要

な事項 

 景観づくり事業 

 

町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、飯綱町公共施設等総合管理計画の方針に基づき、整合性を図りなが

ら過疎地域対策に必要な事業を適正に実施します。 
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事業計画（令和８年度～12 年度） 過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定住・地域間交

流の促進、人材育成 

移住・定住 

 

 

 

 

 

地域間交流 

移住定住促進助成事業 

民間賃貸住宅等建設補助事業 

空き家・空き地実態調査事業 

移住・定住促進広報事業 

移住サポート事業 

 

都市交流促進事業 

国際交流促進事業 

町 

町 

町 

町 

町 

 

町 

町 

 

２ 産業の振興 

 

第１次産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工業・６次産業化 

 

 

 

企業誘致 

 

その他 

 

 

用水維持管理事業 

公共用農業施設管理事業 

土地改良負担金補助金事業 

農業水路等長寿命化・防災減災事業 

県営中山間総合整備事業 

機構集積支援事業 

援農推進事業 

果樹振興事業 

農業振興負担金補助金事業 

中山間地域等直接支払事業 

多面的機能支払交付金 

地域農業担い手育成・支援事業 

環境保全型農業直接支払事業 

経営所得安定対策推進事業 

新規就農総合支援事業 

畜産振興事業 

 

農業体験交流事業 

飯綱の里ブランドづくり事業 

世界に誇る力強い産業形成事業 

 

企業誘致事業 

 

農産物加工施設管理運営事業 

農業研修生住宅管理事業 

６次産業化推進事業 

りんごパーク管理事業 

地域農業振興人材確保事業 

町・団体 

町・団体 

町・団体 

町 

県・町 

町 

町・法人 

町 

町・団体・法人・個人 

町・団体・法人・個人 

町・法人 

町・団体・法人・個人 

町・団体・法人・個人 

町・法人・個人 

町・法人・個人 

町・団体・法人・個人 

 

町・団体・法人・個人 

町・団体・法人・個人 

町・団体・法人・個人 

 

町 

 

町 

町 

町 

町 

町 
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農作物有害鳥獣対策事業 

新規就農者住宅整備事業 

農業継承等支援事業 

森林整備支援事業 

森林病害虫対策事業 

森林活用事業 

商工業指導事業 

空き店舗活用事業 

創業及び事業承継支援事業 

住宅ﾘﾌｫｰﾑ支援事業 

店舗ﾘﾌｫｰﾑ支援事業 

合宿誘致事業 

中小企業・小規模事業者支援事業（労

働対策・移動販売等） 

ｱｯﾌﾟﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ運営事業 

ｱｯﾌﾟﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑリニューアル検討事業 

観光情報発信誘客事業 

都市と農村との交流事業 

花及び郷土の食ﾂｰﾘｽﾞﾑ事業 

産業交流事業 

東高原ゾーン整備事業（指定管理料） 

健康増進事業 

公園整備事業 

別荘管理事業 

飯綱東高原エリア研究事業 

町・団体 

町 

町・団体・法人・個人 

町・個人・団体 

町 

町・民間 

町・民間 

町・商工会 

町 

町 

町 

町 

町 

 

町 

町 

町・観光協会 

町・法人 

町 

町・法人 

町・法人 

町・法人 

町・団体 

町・法人 

町・団体 

３ 地域における情報化 

 

デジタル技術活用 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

いいづな起業・創業促進事業 

IT 企業等誘致促進事業 

LPWA 導入支援事業補助 

デジタルリテラシー向上支援事業 

 

ICT 農業・スマート農業推進事業 

いいづな DX 推進事業 

いいづな起業・創業促進事業 

買い物支援事業 

町 

町 

町 

町 

 

町・法人 

町 

町 

町 

 

４ 交通施設の整備、交通

手段の確保 

公共交通 

 

 

 

 

であるきバスカード等補助事業 

鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 

牟礼駅舎等改良事業 

通学定期運賃補助金 

ｉバス運行事業 

町 

町 

町 

町 

町 
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その他 

 

乗合タクシー運行事業 

地域間拠点バス運行事業 

夜間運行事業 

交通空白解消運行事業 

しなの鉄道緊急安全対策事業 

 

地域による移動支援事業 

福祉有償輸送サービス事業 

町 

町 

町 

町 

町 

 

団体・町 

町 

５ 生活環境の整備 生活 

 

 

環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災・防犯 

 

 

保健衛生総務事業 

消費生活相談体制整備事業 

 

可燃ごみ収集事業 

埋立ごみ収集事業 

広域連合事業 

資源リサイクル事業 

衛生施設組合事業 

火葬場事業 

衛生組合事業 

環境対策事業 

環境審議会事業 

公害対策事業 

し尿処理調査事業 

 

消火栓設置等事業負担金 

消防施設（署）長寿命化（空調改修）

等負担金 

消防施設整備事業負担金 

町 

町 

 

町 

町 

町・広域連合 

町・組合 

町・組合 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

 

町 

市・町 

 

市・町 

 

６ 子育て環境の確保、高

齢者等の保健及び福祉の向

上及び増進 

 

児童福祉 

 

 

 

 

高齢者・障害者福祉 

 

 

 

 

健康づくり 

 

保育所施設運営事業 

放課後児童クラブ運営事業 

子育て世代支援施設運営事業 

病後児保育事業 

 

高齢者軽度生活援助サービス事業 

高齢者に優しい住宅改良補助事業 

障がい者に優しい住宅改良補助事業 

高齢者等緊急通報装置事業 

 

パワーリハビリ運営事業 

健康管理・検診事業 

町 

町 

町 

町 

 

町 

町 

町 

町 

 

町 

町 
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その他 

 

 

 

健康増進事業 

母子保健事業 

予防接種事業 

国民健康保険保健事業 

新型インフルエンザ対策事業 

 

福祉医療給付事業 

地域福祉推進事業 

町社協法人運営・地域福祉活動補助

及び委託事業 

重層的支援体制整備事業 

障害者総合支援給付事業 

障害者総合支援医療費等給付事業 

地域生活支援事業 

長野広域連合施設運営費等負担金 

老人保護措置費 

介護資格取得費一部補助事業 

成年後見制度支援事業 

介護保険事業 

一般介護予防事業 

家族介護支援事業 

ファミリーサポートセンター事業 

乳児家庭全戸訪問事業 

ワークセンター事業 

子育て応援祝い金事業 

宅幼老所運営事業 

乳児家庭全戸訪問事業 

町 

町 

町 

町 

町 

 

町 

町 

町 

 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

７ 医療の確保 

 

自治体病院 

 

医師・医療従事者確保対策事業 

病院施設補助事業 

町 

町 

 

８ 教育の振興 

 

 

 

 

義務教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小中学校スクールバス運行 

中学校通学定期補助 

小学校教材費の補助 

中学校教材費の補助 

中学生の英語検定受検料補助 

講師・支援員等町費学校職員の配置 

ALT の配置 

スクールソーシャルワーカーの配置 

通学路の整備 

 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

 

 



 

 

55 

生涯学習・スポーツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

飯綱中学校開放図書館図書整備事業 

公民館分館活動育成事業 

社会体育・社会教育団体等育成事業 

育成会活動支援事業 

いいづな大学・教室開催事業 

子供の居場所づくり事業 

地域クラブ活動体制支援事業（部活

動地域展開） 

 

高校生等通学定期補助 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

町 

 

 

町 

９ 集落の整備 

 

 

 

集落整備 

 

その他 

 

 

集落創生事業 

 

行政連絡網活動費 

集落支援員配置 

地域おこし協力隊員配置 

行政連絡網活動費 

町 

 

町 

町 

町 

町 

 

10 地域文化の振興等 地域文化振興 

 

 

赤塩焼復活プロジェクト事業 

埋蔵文化財保護事業 

指定文化財等保護事業 

文化財保管施設改修事業 

いいづな歴史ふれあい館三水地区関

連遺産企画展開催事業 

町 

町 

町 

町 

町 

 

 

11 再生可能エネルギーの

利用の推進 

 

再生可能エネルギー利用 

 

 

環境対策事業（太陽光発電） 

木質バイオマス循環利用普及推進事業 

小水力発電管理運営事業 

町・民間 

町・民間 

町・民間 

 

12 その他地域の持続的

発展に関し必要な事項 

 

 

 

 

まちづくり事業 

景観づくり事業 

地籍調査事業 

町 

町 

町 

 

 


